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※本計画における「空き家」と「空家等」の使い分けについて 

○空き家：一般的に用語として用いる際や、既存統計に用いられているものを引用する場合等に使用 

例）一般的にある空き家、空き家バンク、住宅・土地統計調査による空き家など 

 

○空家等：空家等対策特別措置法など法律や条例等に定義されているものとして用いる際等に使用 

例）空家等対策計画、空家等対策協議会、空家等、特定空家等など 
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第１章 計画の概要 

1. 計画策定の背景 

近年、少子高齢化による人口減少や、相続問題等により、空き家が増加しています。特に管理が適切

に行われていない空き家は、建物の倒壊、公衆衛生の悪化、景観の阻害等の問題を生じさせ、周辺の生

活環境に深刻な影響を及ぼしています。 

空き家問題は全国的に深刻な状況が続いていますが、空き家は個人の財産として所有者の責任のも

と管理を行うべきであるという考え方から、行政としての対応が限定されていました。 

こうした中、平成 26 年 11 月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」（以下「法」という。）が公布、

平成 27 年 5 月に全面施行され、市町村が空き家対策に取り組むための法的根拠が整備されました。 

あわせて、平成 27 年 2 月には、「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的

な指針」（以下「基本指針」という。）、平成 27 年 5 月には「『特定空家等に対する措置』に関する適切な

実施を図るために必要な指針」が国により定められ、より効果的な空き家対策の実施が図られています。 

今後、さらに空き家の増加が見込まれる中、空き家対策の強化が急務となっています。こうした状況

を踏まえ、特定空家等の増加を未然に防ぐために周囲に悪影響を及ぼす前の有効活用や適切な管理を

総合的に強化する必要があることから、令和 5 年 12 月に施行された空家等対策の推進に関する特別

措置法の一部を改正する法律により法が改正され、管理不全空家等や空家等管理活用支援法人の指定、

空家等活用促進区域などが、新たに規定されました。また、法改正にあわせて基本指針や「『特定空家等

に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針」が改正され、「管理不全空家等及び特定

空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針」（以下「ガイドライン」という。）とし

て管理不全空家等に関する事項が追加されるなど、より実情に近い対策を行うことが可能となりまし

た。 

 

本市では、平成 27 年 8 月に「空き家相談対応マニュアル」を作成し、空き家に対する暫定的な対応

方法を定めました。また、令和２年度空き家実態調査により、市内の空き家の現状を把握し、令和 2 年

12 月には空き家バンクの運営を開始し、令和 3 年 4 月には「滝沢市空家等対策庁内検討委員会」及び

「滝沢市空家等対策協議会」の設置を行いました。 

今後は、空き家対策について総合的かつ計画的に実施していくための基本方針や取組を示すものと

して、法第 7 条に基づき、「滝沢市空家等対策計画」（以下「本計画」という。）を策定し、空き家対策を推

進していきます。 
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2. 計画策定の位置付け 

本計画は、法第 7 条第 2 項の規定及び関連計画との整合を図り、定めます。 

 

 

図 1：滝沢市空家等対策計画の位置付け 

3. 計画期間 

本計画の計画期間は、2022 年（令和 4 年）4 月 1 日から 2032 年（令和 14 年）3 月 31 日までの

10 年間とします。 

また、社会情勢や空き家に関する施策の動向、国勢調査や住宅・土地統計調査の調査結果等を踏まえ

て、必要に応じて計画内容の改訂等を行います。 

4. 対象とする地区 

本計画の対象地区は、【市内全域】とします。 

ただし、市街化調整区域及び都市計画区域外については、既存集落のみを本計画全体の対象とし、既

存集落以外は本計画での除却に関する対策のみを対象とします。 

また、利活用に関する取組を推進するため、モデル地区を選定し、施策を実施することについて検討

します。 

 

 

  

z 

 

・空家等対策の推進に関する特別措置法 

・空家等に関する施策を総合的かつ計画 

的に実施するための基本的な指針 

国の法令等 
 

・岩手県住宅マスタープラン 

(岩手県住生活基本計画) 

・盛岡広域都市計画区域マスタープラン 

岩手県 

滝沢市 

 滝沢市空家等対策計画 

 

・第２次滝沢市総合計画 

最上位計画  

・第２期滝沢市まち・ひと・しごと創生

総合戦略 

・滝沢市都市計画マスタープラン 

・滝沢市国土強靭化地域計画 

行政計画 

整合 

整合 根拠 
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5. 対象とする空き家の種類 

本計画の対象とする空き家の種類については、法第 2 条第 1 項に規定する「空家等」、法第 13 条第

1 項に規定する「管理不全空家等」及び法第 2 条第 2 項に規定する「特定空家等」とします。 

空家等 
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないこと

が常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。 

管理不全空家等 
適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当する

こととなるおそれのある状態にあると認められる空家等 

特定空家等 

空家等であって、図２の①～④のいずれかの状態にあると認められるものをいう。 

①そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

②そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2：特定空家等の例  
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第２章 空き家の状況と現状の把握 

1. 人口・世帯の推移 

（１）人口・世帯・１世帯あたり人員の推移 

本市の人口は、昭和 60 年から増加を続け、平成 27 年の国勢調査では 55,463 人となっていま

す。 

世帯数は、人口と同様に昭和 60 年から増加を続け、平成 27 年の国勢調査では 20,787 世帯とな

っています。 

1 世帯あたり人員は、昭和 60 年から減少を続け、平成 27 年の国勢調査では 2.67 人となってい

ます。 

 

 

図 3：人口及び世帯数の推移（国勢調査） 
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（２）年齢３区分別人口の推移 

年齢３区分別人口をみると、生産年齢人口（15 歳～64 歳）は、平成 17 年にピークを迎え、その後減

少を続けています。年少人口（15 歳未満）は、平成 12 年から減少を続けています。老年人口（65 歳以

上）は、昭和 60 年から増加を続けています。 

年齢３区分別人口割合をみると、生産年齢人口割合（15 歳～64 歳）は平成 12 年から低下していま

す。年少人口割合（15 歳未満）は低下を続けています。老年人口割合（65 歳以上）は上昇を続けていま

す。 

 

 

 

図 4：年齢３区分別人口の推移（国勢調査） 

※年齢３区分別人口は年齢不詳を含まないため総人口の合計値と一致しない。 

 

図 5：年齢３区分別人口割合の推移（国勢調査） 
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（３）将来推計人口の推移 

「滝沢市人口ビジョン」による将来人口（老年人口及び高齢化率）の推計値を示します。 

老年人口は年々増加し、令和 27 年には 18,624 人になり、高齢化率も継続して上昇し、令和 27 年

には 33.2％になると推計されます。 

※高齢化率とは、人口に占める老年人口（65 歳以上）の割合のこと 

 

 

図 6：将来人口（老年人口及び高齢化率）の推移（滝沢市人口ビジョン） 
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2. 住宅数と空き家数の推移 

（１）住宅数・空き家数・空き家率 

岩手県の空き家数は、平成 30 年に 93,500 戸となっています。また、滝沢市の空き家数は、平成

30 年に 2,460 戸となっています。 

 

 

図 7：岩手県の住宅数・空き家数の推移（住宅・土地統計調査） 

 

図 8：滝沢市の住宅数・空き家数の推移（住宅・土地統計調査） 
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（２）空き家の種類

岩手県の空き家数は、平成 30 年では、「その他の住宅」が 50,200 戸と最も多く、次いで「賃貸用の

住宅」が 38,600 戸となっています。また、滝沢市の空き家数は、平成 30 年では、「賃貸用の住宅」が

1,470 戸と最も多く、次いで「その他の住宅」が 780 戸となっています。 

滝沢市の空き家数は、平成 25 年に大幅に減少しており、東日本大震災の影響によるものと考えられ

ます。また、「その他の住宅」は平成 20 年を境に減少しています。 

 

図 9：岩手県の空き家の種類別戸数の推移（住宅・土地統計調査） 

 

 

図 10：滝沢市の空き家の種類別戸数の推移（住宅・土地統計調査） 
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●参考：住宅・土地統計調査における空き家の種類について 

住宅・土地統計調査において、空き家は下表に示すとおり、４種類に分けられています。一般的な空

き家、管理不全空家等及び特定空家等は「その他の住宅」に該当しており、「その他の住宅」が増加する

ということは、一般的な空き家が増加しているということになります。 

 

二次的住宅 

別荘など、週末や休暇時に避暑・避寒・保養などの目的で使用される住宅で、ふだ

んは人が住んでいない住宅や、ふだん住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなっ

たときに寝泊まりするなど、たまに寝泊まりしている人がいる住宅 

賃貸用の住宅 新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 

売却用の住宅 新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

その他の住宅 

人が住んでいない住宅で、例えば転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたっ

て不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅など（注：

空き家の区分の判断が困難な住宅を含む。） 

 

 

  
一般的な空き家は「その他の住宅」に該当する。 
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3. 空き家実態調査 

（１）実態調査 

市内に所在する空き家の戸数、分布状況、老朽度等を把握するため、令和２年度に空き家の実態調査

を行いました。調査の方法は、まず空き家候補となる住宅を抽出し、次に現地調査を行い、現地調査の

結果、空き家の可能性が高いと判定した家屋の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）に対し、意

向調査を実施しました。 

 

（２）現地調査の結果 

市があらかじめ把握している水道閉栓情報及び空き家データベース並びに自治会からの空き家情報、

株式会社ゼンリンが保有する空き家情報に基づき、空き家候補と思われる建築物を１，２０１件抽出しま

した。抽出した空き家候補の現地調査を実施した結果、空き家の可能性が高いと判定された建物は７７

４件となりました。 

空き家と判定された建物 774 件のうち、16 件を地番特定不可等の理由で除外し、758 件を意向

調査対象としました。回収した調査結果のうち、空き家の所有者等から口頭や電話により空き家ではな

いと回答があったもの、既に売却又は解体済みであると回答があったもの、物置・倉庫、季節限定など

使用していると回答があったものを除く 578 件を空き家と判断しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 11：現地調査の結果  

 

  

空き家候補の抽出 ： 1,201 件 

空き家の可能性がある 

NO 
４２７件 除外 

YES 

NO 

意向調査対象の空き家数 ： ７５８件 

現地調査の結果空き家対象としたが、 

地番特定が不可などの理由で１６件を意向

調査の対象から除外し、空き家とした。 

YES 
NO 

空き家数 ： ５７８件 

・口頭や電話で空き家ではないと回答 

・既に売却又は解体済みであると回答 

・物置・倉庫、季節限定などで使用している

と回答               等 

⇒１８０件 除外 

YES 

意向調査対象である 

意向調査による空き家である 

現地調査結果の空き家数 ： 774 件 
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（３）現地調査による利活用可能性の調査 

現地調査により空き家の立地条件や建物条件に関する状況を把握し、空き家の利活用可能性の観点

から、ランクごとに分類しました。A・B ランクのものは売却・賃貸の期待性が高く、利活用可能性が高い

空き家となっています。 

 

 ＜利活用可能ランクの判定内容＞ 

ランク 点数 判定内容 件数 

A 0 点 売却・賃貸の期待性が高い 20 

B 1～99 点 売却・賃貸の期待性あり 134 

C 100～149 点 売却・賃貸の期待性が低い 155 

D 150 点以上 売却・賃貸が困難 265 

判定不能 繁茂により判定不能 4 

 

 

 

 

図 12：空き家の利活用可能ランクの分類 

 

  

20件

3.5%

134件

23.2%

155件

26.8%

265件

45.8%

4件

0.7%

売却・賃貸の期待性が高い

売却・賃貸の期待性あり

売却・賃貸の期待性が低い

売却・賃貸が困難

繁茂により判定不能

総数：578件
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（４）自治会ごとの利活用可能判定ランク別件数 

自治会ごとに、空き家件数と利活用可能判定ランクごとの空き家件数を示した結果は次のとおりと

なります。川前では A ランクが 7 件、B ランクが 5 件、巣子では A ランクが 4 件、B ランクが 13 件存

在しており、利活用可能性が高い空き家が多い自治会となっています。 

 

※割合：各自治会におけるランクの割合 
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（５）外観目視による不良度の調査 

現地調査により把握した空き家の物的状況により、不良度判定の調査を実施し、ランクごとに分類し

ました。C・D ランクのものは管理状態が悪く、管理不全空家等及び特定空家等の候補となる可能性が

高いため、早急な対策が必要となります。 

 

＜不良度ランクの判定内容＞ 

ランク 点数 判定内容 件数 

A 0 点 管理に特段問題がなく、現況のまま利用可能 198 

B 1～49 点 管理が行き届いていないが、比較的小規模な修繕で利用可能 240 

C 50～99 点 倒壊の可能性はないが、現況のままの利用は困難 82 

D 100 点以上 倒壊の可能性があるなど、現況のままの利用は不可能 54 

判定不能 繁茂により確認できず判定不能 4 

 

 

 

 

 

図 13：空き家の不良度判定ランクの分類 

 

  

198件

34.3%

240件

41.5%

82件

14.2%

54件

9.3%

4件

0.7%
管理に特段問題がなく、現況のま

ま利用可能

管理が行き届いていないが、比較

的小規模な修繕で利用可能

倒壊の可能性はないが、現況のま

まの利用は困難

倒壊の可能性があるなど、現況の

ままの利用は不可能

繁茂により確認できず判定不能

総数：578件
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（６）自治会ごとの不良度判定ランク別件数 

自治会ごとに、空き家件数と不良度判定ランクごとの空き家件数を示した結果は次のとおりとなり

ます。柳沢では D ランクが 11 件、川前では D ランクが 9 件存在しているため、重点的な対応が必要と

なります。 

 

※割合：各自治会におけるランクの割合 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

（件） （％） （件） （％） （件） （％） （件） （％） （件） （％）

小岩井 12 41.4 13 44.8 4 13.8 0 0.0 0 0.0 29

大釜上 3 21.4 6 42.9 2 14.3 3 21.4 0 0.0 14

大釜南 3 75.0 1 25.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4

篠木 4 66.7 1 16.7 1 16.6 0 0.0 0 0.0 6

大沢 1 25.0 3 75.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4

鵜飼南 9 42.8 8 38.1 1 4.8 3 14.3 0 0.0 21

鵜飼中央 0 0.0 0 0.0 2 50.0 2 50.0 0 0.0 4

滝沢
パークタウン

0 0.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1

上の山 8 88.9 1 11.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9

上鵜飼 6 60.0 3 30.0 1 10.0 0 0.0 0 0.0 10

鵜飼温泉 9 52.9 7 41.2 1 5.9 0 0.0 0 0.0 17

滝沢
ニュータウン

13 43.3 12 40.0 5 16.7 0 0.0 0 0.0 30

姥屋敷 7 38.9 4 22.2 4 22.2 3 16.7 0 0.0 18

元村南 5 45.4 3 27.3 2 18.2 1 9.1 0 0.0 11

室小路 6 50.0 5 41.7 1 8.3 0 0.0 0 0.0 12

国分 0 0.0 1 50.0 0 0.0 1 50.0 0 0.0 2

元村中央 9 45.0 6 30.0 2 10.0 3 15.0 0 0.0 20

牧野林中央 1 14.3 4 57.1 2 28.6 0 0.0 0 0.0 7

南牧野林 3 42.9 4 57.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7

法誓寺 8 47.1 8 47.0 1 5.9 0 0.0 0 0.0 17

元村東 6 33.3 8 44.5 4 22.2 0 0.0 0 0.0 18

元村西 4 19.0 17 81.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 21

元村北 4 36.3 5 45.5 1 9.1 1 9.1 0 0.0 11

あすみ野 10 66.7 5 33.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15

柳沢 8 18.6 15 34.9 7 16.3 11 25.6 2 4.6 43

巣子 17 38.6 19 43.2 5 11.4 3 6.8 0 0.0 44

南巣子 5 55.6 3 33.3 1 11.1 0 0.0 0 0.0 9

長根 11 28.2 17 43.6 4 10.3 7 17.9 0 0.0 39

川前 18 27.7 23 35.4 14 21.5 9 13.9 1 1.5 65

南一本木 4 12.5 16 50.0 10 31.3 2 6.2 0 0.0 32

いずみ巣子
ニュータウン

2 33.3 3 50.0 1 16.7 0 0.0 0 0.0 6

北一本木 2 6.3 18 56.2 6 18.8 5 15.6 1 3.1 32

計 198 34.3 240 41.5 82 14.2 54 9.3 4 0.7 578

合計
（件）

自治会名

不良度判定ランク

A B C D 判定不能
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（７）空き家数及び空き家率 

「調査により抽出した空き家数」と「令和 3 年 4 月 30 日時点の世帯数」から算出した市全体の空き

家率（近似値）は、2.4％となりました。 

また、地域別に算出した空き家率は以下のとおりとなっており、柳沢が最も高く、次に一本木が高く

なっています。 

＜地域別の空き家数と空き家率＞ 

名 
①空き家数 

（件） 

②世帯数※ 

（世帯） 

③空き家数＋世帯数 

（①＋②）（件） 

空き家率（近似値） 

（①／③）（％） 

小岩井 29 946 975 3.0 

大釜 18 1,085 1,103 1.6 

篠木 6 572 578 1.0 

大沢 4 214 218 1.8 

鵜飼 92 4,205 4,297 2.1 

姥屋敷 18 375 393 4.6 

元村 141 8,098 8,239 1.7 

柳沢 43 442 485 8.9 

東部 157 6,845 7,002 2.2 

一本木 70 986 1,056 6.6 

計 578 23,768 24,346 2.4 

※世帯数は、住民基本台帳（令和 3 年 4 月 30 日時点）による 
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以下は地域ごとの位置図であり、空き家率の高い地区を赤斜線で表示しています。 

 

 

図 14：地域ごとの位置図 
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（８）意向調査の結果 

現地調査において空き家と判定した建物のうち、所有者等の情報を特定できた 758 件について、調

査対象物の状況、空き家となった経緯、今後の活用等について意向調査を実施しました。 

アンケートを発送した 758 件の内、378 件について回答がありました。（回答率：49.9％） 

 

①意向調査送付数 758 件 

②意向調査回答数 378 件 

③回答率（②÷①） 49.9％ 

 

   なお、以降のグラフにおいて、図 15～図 20 は「使用していない（空き家状態である）」と回答した

176 件、図 21～図 23 は「当該建物について知っている」と回答した 361 件を対象としています。 

 

①建物を使用していない理由 

建物を使用していない理由は、「相続等により取得したが、他に居住している住宅がある」が 50 件

（28.4％）と最も多くなっています。「その他」と回答した方は 40 件（22.7％）となっており、中でも多

い理由は、「居住者の死亡」「解体予定」等があげられています。 

 

 

 

図 15：建物を使用していない理由 

  

3件(1.7%)

40件(22.7%)

2件(1.1%)

9件(5.1%)

11件(6.3%)

12件(6.8%)

17件(9.7%)

32件(18.2%)

50件(28.4%)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

無回答

その他

相続問題等で所有者（管理者を含む）が決まっていない

建物が手狭になった、老朽化した等の理由で住み替えた

親や子の世帯と一緒に住むことになった

転勤等で遠方に転居することになった

賃借人が退去、もしくは見つからない

住んでいた人が施設に入所又は入院した

相続等により取得したが、他に居住している住宅がある

回答数：176 件 
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②管理の頻度 

管理の頻度は、「1 年に 1 回程度」が 69 件（39.2％）で最も多く、次いで「月に 1 回程度」が 46

件（26.1％）となっています。 

 

 

図 16：管理の頻度 

 

③管理で困っていること 

管理で困っていることは、「遠方に住んでおり十分な管理ができない」が 61 件（20.4％）で最も多

くなっています。 

 

 

図 17：管理で困っていること 

  

11件(6.3%)

10件(5.7%)

8件(4.5%)

22件(12.5%)

69件(39.2%)

46件(26.1%)

10件(5.7%)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

わからない

1度もしたことがない

ほとんどしていない

1年に1回程度

月に1回程度

週に1回程度

8件(2.7%)

25件(8.4%)

6件(2.0%)

12件(4.0%)

13件(4.3%)

16件(5.4%)

33件(11.0%)

39件(13.0%)

41件(13.7%)

45件(15.1%)

61件(20.4%)

0% 5% 10% 15% 20% 25%

無回答

その他

管理する気持ちがない

相続人等の関係者の合意形成ができない

相談先や管理方法がわからない

管理をお願いする相手がいない

年齢や身体的な理由で十分な管理ができない

特に困っていない

管理するための費用がかかる

管理に手間がかかる

遠方に住んでおり十分な管理ができない

回答数：176 件 

回答数：176 件 ※ 複数回答 
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④建替え・修繕・解体等の予定 

建替え・修繕・解体等の予定は、「建替え、修繕、解体を行う予定はない」が 67 件（38.1％）と最も

多くなっています。 

 

 

図 18：建替え・修繕・解体等の予定 

 

 

⑤建物の建築時期 

建物の建築時期は、耐震性の低い旧耐震基準である「昭和 46 年以前」と「昭和 47 年～昭和 56

年 5 月」を合わせて 111 件（６３．0％）となっています。 

 

 

図 19：建物の建築時期 

 

  

8件(4.6%)

30件(17.0%)

3件(1.7%)

5件(2.8%)

7件(4.0%)

12件(6.8%)

44件(25.0%)

67件(38.1%)

0% 10% 20% 30% 40%

無回答

その他

1年以内に解体する予定

1年以内に建替え、修繕を行う予定

2～3年以内に建替え、修繕を行う予定

2～3年以内に解体する予定

わからない

建替え、修繕、解体を行う予定はない

2件(1.1%)

17件(9.7%)

1件(0.6%)

4件(2.3%)

13件(7.4%)

28件(15.9%)

84件(47.7%)

27件(15.3%)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

無回答

わからない

平成23年以降

平成13年～平成22年

平成3年～平成12年

昭和56年6月～平成2年

昭和47年～昭和56年5月

昭和46年以前

回答数：176 件 

回答数：176 件 
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⑥空き家の活用意向 

建物の今後の活用について、「売却したい、又は貸し出したい」は 112 件（44.6％）と最も多くなっ

ています。また、今後の活用について困っていることについて、「賃貸・売却したいが、相手が見つか

らない」が 94 件（17.1％）となっており、利活用意向はあるものの、利用者とのマッチングがうまく

いっていない現状があります。 

これに対し、建物の今後の活用について、「特に利活用の予定はなく、現状のまま所有する」は 37

件（14.7％）となっています。また、今後の活用について困っていることについて、「特に困っていな

い」は 124 件（22.6％）となっており、利活用意向がなく、自身で所有するため、活用について困っ

ていない方が多くなっています。 

 

 

図 20：建物の今後の活用 

 

 

図 21：今後の活用について困っていること  

6件(2.4%)

23件(9.1%)

7件(2.8%)

9件(3.6%)

10件(4.0%)

12件(4.8%)

16件(6.4%)

19件(7.6%)

37件(14.7%)

112件(44.6%)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

無回答

その他

愛着があるため、他人に貸したり売ったりしたくない

所有物の保管場所として使用したい

自らの居住のために使用したい

自治会や地域ボランティア活動のために貸し出したい

建物を解体し、駐車場や資材置き場などとして使用したい

将来、子どもや親族に使用させたい

特に利活用の予定はなく、現状のまま所有する

売却したい、又は貸し出したい

23件(4.2%)

30件(5.5%)

17件(3.1%)

19件(3.5%)

30件(5.5%)

37件(6.7%)

44件(8.0%)

59件(10.8%)

71件(13.0%)

94件(17.1%)

124件(22.6%)

0% 10% 20% 30%

無回答

その他

利活用することが面倒である

相続人等の関係者の合意形成ができていない

相談先や活用方法がわからない

解体して更地になることで、固定資産税の特例措置がなくなる

リフォームしたいが、リフォーム費用の支出が困難である

家財の処分に困っている

解体したいが、解体費用の支出が困難である

賃貸・売却したいが、相手が見つからない

特に困っていない

回答数：176 件 ※複数回答 

回答数：361 件 ※複数回答 
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⑦利活用や管理で必要な支援 

利活用や管理で必要な支援については、「建物の修繕や解体費用の助成」が 116 件（23.3％）と

最も多く、費用面での支援を期待している方が多くなっています。一方、「特にない」が 113 件

（22.7％）となっています。 

 

 

図 22：利活用や管理で必要な支援 

 

⑧空き家バンクへの登録 

空き家バンクへの登録については、「登録したい」「興味はある」を合わせて 142 件（39.3％）とな

っています。一方で、「わからない」と回答した方が 112 件（31.0％）と多くなっており、空き家バン

クの認知度は低くなっています。 

 

図 23：空き家バンクへの登録 

 

  

31件(6.2%)

19件(3.8%)

24件(4.8%)

41件(8.2%)

58件(11.7%)

96件(19.3%)

113件(22.7%)

116件(23.3%)

0% 10% 20% 30%

無回答

その他

相続等について相談できる専門家の紹介

建物の管理を実施している事業者等の紹介

建物について相談できる専門家の紹介

利用したい（買いたい・借りたい）人への紹介

特にない

建物の修繕や解体費用の助成

52件

14.4%

90件

24.9%

112件

31.0%

79件

21.9%

28件

7.8%
登録したい

興味はある

わからない

登録したくない

無回答

回答数：361 件 

回答数：361 件 ※複数回答 
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4. 空き家に関する問い合わせの内容 

2014 年以降に寄せられた空き家の近隣住民からの問い合わせは、主に周囲に悪影響を及ぼしている

空き家の対応を望むものになっています。それ以外に、空き家の利用希望者や空き家の所有者等からの

問い合わせがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

●雑草や樹木が繁茂し、道路や敷地にはみ出している。 

●ハチの巣等、害虫・害獣が発生している。 

●強風で屋根や外壁等が飛散する可能性があり危険である。 

●空き家が倒壊しそうで危険である。 

●空き家のドアが施錠されておらず、防犯上不安である。 

近隣住民 

 

 

 

●解体する予定であったが、金銭的な問題で着手が遅れている。 

●解体したいので、地元業者を紹介してほしい。 

●解体のための自己資金がないため、市で解体費用の補助はないか。 

●売却したいので、不動産業者を紹介してほしい。 

●今後の空き家の管理について相談したい。 

●滝沢市シルバー人材センターに除草を依頼したい。 

 

所有者等 

 

 

 

●空き家を購入したい。 

●空き家の所有者と連絡を取りたい。 

 

利用希望者 
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第３章 空き家対策における課題 

1. 空き家対策に関する課題 

第２章における市の現状から、空き家に関する課題を次のとおり整理します。 

 

課題 1 高齢化に伴う空き家の増加 

本市の人口は増加を続けていますが、生産年齢人口（15 歳～64 歳）は平成 17 年をピークに減少し

ている一方、老年人口（65 歳以上）は増加を続けており、今後も高齢化率の上昇が予想されます。 

本市の空き家の種類別戸数の推移では、「その他の住宅」は減少していますが、県全体の推移では増

加しており、今後本市でも「その他の住宅」は増加することが推測されます。この背景に、高齢化率の上

昇が関係しており、今後、高齢者のみが居住する世帯や一人暮らし高齢者が居住する世帯の増加が予

想されることから、これらの世帯の居住者の死亡や、居住者が施設に入所又は入院することによる空き

家数増加が懸念されます。 

 

課題 2 危険性の高い空き家への対策 

令和 2 年度に実施した空き家実態調査によると、本市の空き家のうち、54 件が不良度判定ランクで

D ランクとなっており、危険性の高い空き家となっています。実際に、空き家に関する問い合わせでも、

危険な空き家に関する苦情が多くなっています。危険性の高い空き家が増加することにより、周囲へ更

なる悪影響を及ぼすおそれがあります。また、市では、昭和５６年以前に建てられた耐震性の低い空き

家が多いため、今後、危険性の高い空き家が増加する可能性があります。 

また、空き家の所有者等に対する意向調査において管理で困っていることとして、新型コロナウイル

ス感染症の影響などにより、遠方居住により十分な管理ができていないと回答した方が多くなってい

ます。現段階で周囲へ影響が出ていない空き家においても、定期的な管理が行われないことが原因で、

建物の老朽化が進み、周囲へ悪影響を与える危険な空き家となる可能性があります。住民の生活環境

を保全するため、対策が必要です。 

 

課題 3 需要と供給のマッチングを意識した空き家利活用の取組 

空き家の所有者等に対する意向調査の結果、「賃貸・売却」等、利活用したいと回答した方が半数以上

を占めているにも関わらず、利活用が進んでいない背景には、「賃貸・売却したいが、相手が見つからな

い」、「解体したいが、費用の支出が困難である」、「家財の処分に困っている」等の課題があります。また、

盛岡市近郊であるという立地的条件から、空き家の需要も見込めるため、利活用への取組を進めるこ

とで空き家の減少にもつながります。 

 

課題 4 空き家の継続的な把握と情報管理 

少子高齢化の進展など、社会経済情勢が大きく変化しています。空き家は高齢化に伴う居住者の死

亡や施設の入所又は入院等により発生するため、まちづくりを進める上で空き家の状況を継続的に把

握する必要があり、把握した情報を管理するシステムが必要となります。 
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第４章 空き家対策における基本方針 

1. 空き家対策に関する基本方針 

第３章の市の空き家対策における課題の整理を踏まえて、空き家対策における基本方針を次のとお

り定めます。 

 

基本方針 1 空き家発生予防と適正管理の重要性の周知 

   市に寄せられた空き家に関する問い合わせの内容の中には、危険な空き家への対応を望むものがあ

ります。現段階では危険ではない空き家でも、維持管理を怠ると危険な空き家となる可能性があるた

め、空き家の適正な管理が重要となります。法第３条では、「空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪

影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」と記載されているように、空き家の

所有者等が空き家を適正に管理する必要があります。そのため、空き家の所有者等に空き家の適正管

理を促し、空き家に対する意識を向上させ、空き家や特定空家等の発生を予防します。あわせて、旧耐

震基準で建築された空き家について、支援事業の内容を周知します。 

 

基本方針 2 悪影響を及ぼす管理不全空家等及び特定空家等への対応 

   適正管理が行われていない空き家は、危険な状態である特定空家等や放置すれば特定空家等になる

おそれのある管理不全空家等となり、周辺の生活環境に様々な悪影響を及ぼすおそれがあります。その

ため、管理不全空家等及び特定空家等への対策を定め、必要に応じ、法に基づいた対応を行います。  

 

基本方針 3 空き家や空き家除却後の跡地の有効活用への取組の推進 

   課題３で記載した通り、本市では空き家の需要が見込めるため、第２次滝沢市総合計画で示される移

住・定住の促進と空き家の利活用を組み合わせることで、若者などの移住・定住に寄与し、地域活性化

に繋がることが考えられます。そのため、空き家や空き家除却後の跡地の有効活用を推進し、取組を進

めます。 

 

基本方針 4 空き家実態の継続的な把握と体制整備 

   空き家の実態を継続的に把握するために、地域住民との連携や、関係団体等の協力が必要です。地

域住民、関係団体等と継続的に連携することにより、空き家の実態を把握することができるだけでなく、

地域住民の空き家に関する意識を向上させるきっかけにもなります。また、この取組を発展させること

で、地域のまちづくりに関心を持つ機会にもなります。この活動を通して、市民の空き家問題に対する

意識を高めていきます。また、空き家対策のための体制を整備し、地域住民や事業者、空き家の所有者

等からの問い合わせに対応します。 
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2. 施策の体系 

市の空き家対策に関する課題と基本方針を踏まえて、次のとおり施策を展開します。 

＜施策の体系＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 24：施策の体系図  
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第５章 空き家対策における施策 

1. 空き家の適切な管理の促進に関する事項 

（１）所有者等の責任 

空き家の所有者等は、自らの責任の下、適切な空き家の維持管理に努める必要があります。特に適正

管理が行われていない空き家は周囲の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがあるため、空き家の所有者

等が、自らの責任で適正管理を行うことを原則とします。 

  

（２）周知・啓発 

空き家の発生を予防するためには、建物の所有者が、所有している建物が空き家となることで、周囲

へ悪影響を与える可能性があることを認識し、問題意識を持つことが必要です。そのため、市のホーム

ページや市広報等を利用し、空き家自体の発生予防や空き家となった場合における適正管理の重要性

について周知・啓発します。 

また、実態調査等で把握した空き家の所有者等に対し、適正管理を促す文書を適宜送付し、維持管理

を促進します。 

 

（3）相続土地国庫帰属制度の周知 

都市部への人口移動や少子高齢化の進展などを背景に、土地所有に対する負担感が増加しており、

相続された土地が所有者不明土地の予備軍となっているといわれています。法務大臣の承認を得て、

審査手数料や 10 年分の土地管理費相当額を負担金として納付することにより、相続した土地を国庫

に帰属できる制度があります。本制度を周知することにより、所有者不明土地の発生予防を図ります。 

 

（４）相続した空き家における 3,000万円特別控除の周知 

   相続により取得した空き家は、所有者の遠方居住等の理由により、管理不全となり、周囲に悪影響を

及ぼすおそれがあります。このような空き家の発生を予防するために、国では、相続した空き家の譲渡

所得の 3,000 万円特別控除を実施しています。本控除を受けるためには、昭和 56 年 5 月 31 日以

前に建築された家屋を耐震化するか、取壊しを行うことが条件となっています。本制度を周知すること

により、危険な空き家の発生予防を図ります。 
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 〈空き家の発生を抑制するための特例措置（空き家の譲渡所得の 3，000 万円特別控除）〉 

 ○制度の概要 

相続日から起算して 3 年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに、被相続人の居住の用に供

していた家屋を相続した相続人が、当該家屋（耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、そ

の敷地を含む。）又は取壊し後の土地を譲渡した場合は、当該家屋又は土地の譲渡所得から 3,000 万

円を特別控除します。また、令和 5 年度税制改正により、令和 6 年 1 月 1 日以降の譲渡については、譲

渡の時から譲渡の日の属する年の翌年 2 月 15 日までに家屋の耐震改修又は除却工事を行った場合

も対象となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：空き家の発生を抑制するための特例措置について（国土交通省） 

図 25：空き家の発生を抑制するための特例措置 

 

 

 

①譲渡価格が１億円以下 

②家屋を譲渡する場合、当該譲渡

時において、当該家屋が現行の

耐震基準に適合するものである

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

①昭和 56 年 5 月 31 日以前に建

築された家屋に限る。 

②相続開始の直前に被相続人が老

人ホーム等に入所していた場合、

一定要件を満たせば適用対象と

なる。 

被相続人が居住の用に供してい

た家屋(※)及びその敷地 

空き家の譲渡所得 

3,000 万円 

特別控除の適用 

相続 

耐震工事 

相続した家屋の要件 

譲渡する際の要件 

リフォーム済 

空き家 

取壊し 更地 

 

 

譲渡所得＝譲渡金額 ― 取得費(譲渡価格の×５%(※)) ― 譲渡費用(除却費用等) ― 特別控除 3,000 万円  

  ※取得費が不明の場合、譲渡価格の５％で計算 

本特例を適用した場合の譲渡所得の計算式 

 
 

事例内容：相続した家屋を取り壊して、取壊し後の土地を 500 万円で譲渡した場合 

 

本特例を適用した場合の譲渡所得の計算の具体例 

〇本特例を適用する場合の所得税・個人住民税額：0 円 

(500 万円 ― (500 万円×５％)―200 万円―3,000 万円)×20％＝0 円 

〇本特例がない場合の所得税・個人住民税額：55 万円 

(500 万円 ― (500 万円×５％)―200 万円)×20％＝55 万円 

〈前提条件〉 

・昭和 55 年建築 

・除却費 200 万円 

 

・被相続人が 20 年間所有 

・取得価格不明 

空き家 

譲渡 

リフォーム済 

更地 

耐震工事 

取壊し 

譲渡 

※令和 6 年 1 月 1 日以降の譲渡の場合 

  譲渡後の工事でも対象となる。 
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（5）旧耐震基準の空き家に対する耐震診断・改修の実施 

  旧耐震基準で建築された空き家は、耐震性に劣る建物となっている可能性があり、適正管理を怠っ

た場合、倒壊等の危険性があります。そのため、市ではこれらの住宅に対し、以下に記載する事業の周

知を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）シルバー人材センターや商工会との連携 

空き家が適正管理されず放置される原因として、空き家の所有者等の身体的理由、遠方居住等があ

げられます。そのため、平成２８年１２月に滝沢市シルバー人材センターと滝沢市商工会で三者協定を締

結し、空き家の管理・解体に関する業者の紹介体制を整備しました。空き家の所有者等からの相談に迅

速に対応することで、周囲に悪影響を及ぼす空き家の発生を予防します。 

 

（7）相談体制の整備 

空き家の所有者等が自らの責任で空き家を適正管理することができるようにするために、相談体制

を整備する必要があります。そのために、空き家の維持管理や相続に関する内容等、多岐にわたる問題

について相談可能な窓口を設置し、相談体制を整備します。 

※相談体制については、第５章の５の(2)“空き家に関する相談体制の整備”に詳細を記載します。 

 

 

 

＜制度の概要＞ 

 昭和５６年以前の旧耐震基準で建築された住宅の所有者で、耐震診断を希望する方を対象に、耐震

診断士の派遣を行うもの。 

 

＜条件＞ 

・今まで市の補助などを受けて耐震診断をしたことがないこと 

・昭和５６年５月３１日以前に着工された、木造在来軸組工法による２階建て以下の住宅であること 

・原則として昭和５６年以降、増改築がないこと(増改築の方法によっては対象となる場合もあり) 

・診断費用31,429円のうち3,142円を負担できる方(残りは市で負担) 

 

 

＜制度の概要＞ 

 昭和５６年以前の旧耐震基準で建築された木造住宅の所有者で、耐震診断の結果、判定値が 1.0 に

満たない住宅に耐震改修工事を実施する方に対し、１件あたり補助対象経費の５分の４以内かつ

100 万円までを上限として補助を行うもの。 

 

＜条件＞ 

・昭和５６年５月３１日以前に建築された、木造在来軸組工法による２階建て以下の住宅であること 

 ・耐震診断を実施し、判定値が 1.0 未満であること 

 ・判定値が 1.0 以上になるように耐震改修工事を行うこと 

 ・市税その他市に対する債務を滞納していないこと 

木造住宅耐震改修支援事業 

木造住宅耐震診断支援事業 
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（8）空家等管理活用支援法人の指定 

  法の改正により新たに空家等管理活用支援法人（以下「支援法人」という。）に関する制度が創設され

ました。支援法人を指定するにあたり、滝沢市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要

綱（令和６年３月２９日告示第７１号）を制定しました。 
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2. 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置その他の対処に関する事項 

（１）適切な管理が行われていない空き家への対策 

所有者等の事情把握と所有者等に対する適正管理依頼 

適正管理が行われておらず周辺の生活環境に悪影響を与えるおそれのある空き家を把握した場

合は、空き家の所有者等に連絡を行い、当該空き家の現状を伝えるとともに、当該空き家に関する今

後の改善方策に対する考えや、処分や活用等についての意向など、空き家の所有者等の主張を含め

た事情の把握に努めることとします。 

また、空き家の所有者等に連絡の際には、該当する空き家が周囲に与えている影響や家屋の状態

が確認できるような写真を同封した文書による依頼又は対面・電話等により適正な管理依頼を行う

ものとします。空き家の所有者等に管理依頼を行ったものの、状況が改善しない場合、滝沢市空家等

対策庁内検討委員会及び滝沢市空家等対策協議会での協議の上、管理不全空家等及び特定空家等

に認定します。 
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（２）管理不全空家等及び特定空家等であることを総合的に判断する際の基本的な考え方 

ガイドラインにより、空家等の物的状態が次の 1～4 の各状態であると認められるものが特定空家等

に該当するもの、そのまま放置すればこれらの各状態に該当することとなるおそれがあると認められる

ものが管理不全空家等に該当するものとされています。 

 

 

 

建築物が以下の状態にある、又は将来そのよ

うな状態になることが予見される状態 

 

●建築物が倒壊等するおそれがある。 

●屋根、外壁等が脱落、飛散する等する 

おそれがある。 

●擁壁が老朽化し危険となるおそれがある。 

 

など  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 26：一階部分が傾斜し倒壊等のおそれがある 

状態 

 

 

 

 
 

●吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が高い

状況である。 

●浄化槽等の放置、破損等による汚物の流出、

悪臭の発生があり、地域住民の日常生活に支

障を及ぼしている。 

●排水等の流出による悪臭の発生があり、地域

住民の日常生活に支障を及ぼしている。 

●ごみ等の放置、不法投棄による悪臭の発生が

あり、地域住民の日常生活に支障を及ぼして

いる。 

●ごみの放置、不法投棄等により、多数のねず

み、はえ、蚊等が発生し、地域住民の日常生活

に支障を及ぼしている。 

など  

 
図 27：吹付け石綿等が飛散し暴露する可能性が 

高く衛生上有害となる状態 

 

 

 

2．そのまま放置すれば、著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

1．そのまま放置すれば、倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

出典：既存不適格建築物に係る指導・助言・勧告・是正命令

制度に関するガイドライン(国土交通省) 

出典：既存不適格建築物に係る指導・助言・勧告・是正命令

制度に関するガイドライン(国土交通省) 
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●屋根、外壁等が、汚物や落書き等で外見上大

きく傷んだり汚れたまま放置されている。 

●多数の窓ガラスが割れたまま放置されてい

る。 

●看板が原形を留めず本来の用をなさない程度

まで、破損、汚損したまま放置されている。 

●立木等が建築物の全面を覆う程度まで繁茂し

ている。 

●敷地内にごみ等が散乱、山積したまま放置さ

れている。 

など  

 

 

 
図28：外壁が外見上大きく傷み、窓ガラスが割れた 

ままで放置され景観を損なっている状態 

 

 

 

 

●立木の腐朽、倒壊、枝折れ等が生じ、近隣の道

路や家屋の敷地等に枝等が大量に散らばって

いる。 

●立木の枝等が近隣の道路にはみ出し、歩行者

等の通行を妨げている。 

●住みついた動物等が原因で、動物の鳴き声そ

の他の音が頻繁に発生し、地域住民の日常生

活に支障を及ぼしている。 

●シロアリが大量に発生し、近隣の家屋に飛来

し、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼすお

それがある。 

●門扉が施錠されていない、窓ガラスが割れて

いる等不特定の者が容易に侵入できる状態で

放置されている。 

など  

 

 

 

 

 

図 29：建築物や立木が近隣や道路に著しく傾斜し、

放置されている状態 

 

 

  

3．適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

4．その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

出典：既存不適格建築物に係る指導・助言・勧告・是正命令

制度に関するガイドライン(国土交通省) 

 

出典：既存不適格建築物に係る指導・助言・勧告・是正命令

制度に関するガイドライン(国土交通省) 
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（３）管理不全空家等に対する措置 

 

 

図 30：管理不全空家等に対する措置の流れ 

  

ｓ 

ｓ 

空き家の実態把握 

所有者等の調査 法第 9 条第 1 項：外観目視調査等 

法第 10 条第 1 項：空家等の所有者に関する情報の利用

所有者等の事情把握と 
適切な管理依頼 

法第 5 条：空家等の所有者等の責務 

法第 12 条：所有者等による空家等の適切な管理の促進 

立入調査等による 
状況把握 

法第 9 条第 1 項：空家等の所有者等の承諾を得て同者 

立会いの下行う立入調査や、適切な管 

理を行う意向についての聞き取り調査 

空家等対策庁内検討委員
会及び空家等対策協議会 管理不全空家等認定協議 

管理不全空家等に対する措置 （法第 13条：管理不全空家等に対する措置） 

指    導 法第 13 条第 1 項 

勧    告 法第 13 条第 2 項 

管理不全空家等である 

あ
 

ああ aa あああああああ 

※固定資産税等の住宅用地の

特例適用除外(最大 1/6 の

減税適用がなくなる) 

管理不全空家等でない 

特定空家等への認定を検討 

空家等対策庁内検討委員
会及び空家等対策協議会 管理不全空家等の候補選定に係る事前協議の実施 

あ
 

※改善の意思・見込みがある

場合、指導を繰り返す 

継
続
的
な
対
応 

所
有
者
等
が
特
定
不
可 

 

継続的な対応 

※空家等の状態がさらに悪化した場合 
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（２）で示す事項から、管理不全空家等及び特定空家等と認められる空き家については、周辺の建築物

や通行人等に対して悪影響をもたらすおそれがあるか否か、またその程度や切迫性を考慮するとともに、

「滝沢市空家等対策庁内検討委員会」及び「滝沢市空家等対策協議会」の意見を踏まえ、「管理不全空家等

及び特定空家等に対する措置」を決定します。 

「管理不全空家等に対する措置」は、法第 13 条に基づく、行政指導である指導及び勧告に大別されま

す。 

 

①指導 

法第 13条 

第 1項 

市長は、管理不全空家等の所有者等に対し、基本指針に即し当該管理不全

空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置

をとるよう指導をすることができます。 

 

②勧告 

法第 13条 

第 2項 

市長は、指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善

されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大き

いと認めるときは、①の指導を受けた者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の

当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するため

に必要な具体的な措置について勧告することができます。 

 

なお、管理不全空家等に抵当権等が設定されていた場合においても、市長が指導等を行うに当たっ

ては、関係する権利者と必ずしも調整を行う必要はなく、基本的には関係する権利者と管理不全空家

等の所有者等とによる解決に委ねられます。 
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（4）特定空家等に対する措置 

 

図 31：特定空家等に対する措置の流れ 

ｓ 

ｓ 

空き家の実態把握 

所有者等の調査 法第 9 条第 1 項：立入調査等 

法第 10 条第 1 項：空家等の所有者に関する情報の利用

所有者等の事情把握と 
適切な管理依頼 

法第 5 条：空家等の所有者等の責務 

法第 12 条：所有者等による空家等の適切な管理の促進 

立入調査による 
状況把握 法第 9 条第 2 項から第 5 項：立入調査等 

空家等対策庁内検討委員
会及び空家等対策協議会 特定空家等認定協議 

特定空家等に対する措置 （法第22条：特定空家等に対する措置） 

助言又は指導 法第 22 条第 1 項 

勧    告 法第 22 条第 2 項 

命    令 法第 22 条第 3 項 

特定空家等である 

あ
 

ああ aa あああああああ 

※固定資産税等の住宅用地の

特例適用除外(最大 1/6 の

減税適用がなくなる) 

行政代執行 略式代執行 法第 22 条第 9 項 費用の徴収 

特定空家等でない 

行政代執行法による対応 

空家等対策庁内検討委員
会及び空家等対策協議会 特定空家等の候補選定に係る事前協議の実施 

※改善の意思・見込みがある

場合、助言又は指導を繰り

返す 

継
続
的
な
対
応 

所
有
者
等
が
特
定
不
可 

 

あ
 

継続的な対応 
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「特定空家等に対する措置」は、法第 22 条に基づく、行政指導である助言又は指導及び勧告、不利益

処分である命令、代執行、過失がなく必要な措置を命ぜられるべき者を特定することができない場合

に実行できる略式代執行に大別されます。 

 

①助言又は指導 

法第 22条 

第 1項 

市長は、特定空家等の所有者等に対し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周

辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言又は指導をする

ことができます。 

 

②勧告 

法第 22条 

第 2項 

市長は、助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が

改善されないと認めるときは、①の助言又は指導を受けた者に対し、相当の

猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全

を図るために必要な措置をとることを勧告することができます。 

 

③命令 

法第 22条 

第 3項 

市長は、②の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置を

とらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、勧告を受けた者

に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずるこ

とができます。 

 

④行政代執行 

法第 22条 

第 9項 

市長は、③により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた

者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても

期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和 23 年法律第

43 号）の定めるところに従い、所有者等に代わり、当該特定空家等の除却等、

必要な措置を講じます。 

行政代執行法 

第 5条・第 6条 
代執行に要した一切の費用については、当該所有者等に請求します。 

 

⑤略式代執行 

法第 22条 

第 10項 

市長は、③により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて

その措置を命ぜられるべき者を特定することができないときは、その措置を

自ら行い、又は委任した者に行わせることができます。 

 

なお、特定空家等に抵当権等や賃貸借権が設定されていた場合においても、市長が命令等を行うに

当たっては、関係する権利者と必ずしも調整を行う必要はなく、基本的には関係する権利者と管理不全

空家等の所有者等による解決に委ねられます。 
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3. 空き家の応急措置に関する事項 

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、災害対策基本法や防災基本計画の定

めるところにより災害の発生を予防し、または災害の拡大を防ぐため、必要な応急措置をすみやかに実

施する必要があります。 

災害時に、適切な管理のなされていない空き家に対し、緊急に安全を確保するための必要最小限の

措置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障となる工作物等の除

却等の措置を行います。また、応急措置に要した費用は、当該空き家の所有者等から徴収します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市町村長の応急措置） 

第六十二条  市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、

法令又は地域防災計画の定めるところにより、消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、又は災害の拡

大を防止するために必要な応急措置（以下「応急措置」という。）をすみやかに実施しなければならない。 

２  (略) 

（応急公用負担等） 

第六十四条  (略) 

２  市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応

急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、現場の災害を受けた工作物又は物件で当該応急

措置の実施の支障となるもの（以下この条において「工作物等」という。）の除去その他必要な措置をとること

ができる。この場合において、工作物等を除去したときは、市町村長は、当該工作物等を保管しなければなら

ない。 

 
 

災害対策基本法に基づく措置の事例：千葉県鎌ケ谷市の場合 

出典：空き家対策における事例集 (国土交通省) 

災害対策基本法：（第６２条及び第６４条） 

災害対策基本法に基づく措置事例 

●対象物件概要 

・対象物：戸建て住宅 

・構造：木造・２階建 

・措置前の状況 

→台風の影響により屋根の一部のめくれ上がり 

 

●緊急安全措置の概要 

・措置内容：屋根材の撤去 

(撤去材は敷地内に養生の上仮置き) 

・実施部局等：消防本部 

・措置後の状況 

→措置後の状況は変化無し 

 

措置前 

措置後 

 

 

（第3節 災害の拡大・二次災害・複合災害の防止及び応急復旧活動） 

１ 災害の拡大防止と二次災害の防止活動 

（略） 

○市町村は、災害時に、適切な管理のなされていない空家等に対し、緊急に安全を確保するための必要最小限の措

置として、必要に応じて、外壁等の飛散のおそれのある部分や、応急措置の支障となる空家等の全部又は一部の除

却等の措置を行うものとする。 

防災基本計画（第２編 第２章第 3 節の 1） 



38 

また、特定空家等は、災害その他非常の場合において保安上著しく危険な状態にある等の状況が認

められるときは、必要に応じて当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕等の措置を市又は市が依頼し

た者が行います。また、応急措置に要した費用は、当該特定空家等の所有者等から徴収します。 

  

 

 

第二十二条  （略） 

１  （略） 

２  （略） 

３  市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場

合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をと

ることを命ずることができる。 

４  市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、

その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その

措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならな

い。 

５  前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市町村長に対し、意見書の提出に

代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６  市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３項の措置を命じようとする

者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７  市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定によって命じようとする措置

並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告し

なければならない。 

８  第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することがで

きる。 

９  （略） 

１０ （略） 

１１  市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空

家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要

があると認めるときで、第３項から第８項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これ

らの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実

施者に行わせることができる。 

空家等対策の推進に関する特別措置法：（第２２条第１１号） 
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4. 空き家及び除却した空き家に係る跡地の活用の促進に関する事項 

（１）関係団体等との連携 

空き家の所有者等に対する意向調査によると、建物の利活用や管理で必要な支援については、「建物

について相談できる専門家の紹介」が 58 件（11.7％）となっています。このことから、空き家に関する

相談窓口を介しての相談や対応、専門家の紹介が重要となっています。 

市では、空き家に関する相談窓口を設置します。また、移住や定住に関する相談と合わせて対応する

ことで、空き家の利活用と移住・定住の取組を進めます。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

図 32：関係団体等との連携のイメージ 

  

●空き家の処分・利活用方法 

●賃貸・売却等の検討 

●空き家の管理の依頼 

●移住希望 

空き家の所有者等 

滝  沢  市 専  門  窓  口 

連携 

相談 相談・サービスの利用 

●空き家の実態把握 

●空き家及び空き家除却後の

跡地活用等の支援など 

●空き家に関する相談対応 

●移住相談          等 

●専門的な相談の受付 

(岩手県宅地建物取引協会等) 

●専門業者の案内 

(市商工会の会員等) 

●管理に必要な人材の紹介 

(シルバー人材センター等） 
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（２）本市の上位計画における展開戦略 

 

「第 2次滝沢市総合計画 前期基本計画」における将来像（計画から抜粋） 

第 2 次滝沢市総合計画の前期 4 年間の展開を示す前期基本計画市域全体計画は、やさしさに包ま

れた滝沢の実現に向け、主として「かかわりによる市民主体の地域づくりへの支援」及び「市民が安全・

安心に暮らせる環境の整備」を推進するための行政の行動計画です。 

 

また、やさしさに包まれた滝沢の実現に当たっては、それを支える基盤としての雇用やセーフティネ

ット、また手段としての人とのつながりが重要となります。市域全体計画の目標ひいては基本構想の実

現に向けて、限られた経営資源を効果的かつ効率的に活用するために、市域全体計画では重要な視点

を定め、この視点を念頭に置いた計画を展開します。 

 

＜部門別計画の抜粋＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢化率の上昇や少子化に対応するためには、誰もが快適かつ安全・安心に暮らせるということが重

要です。 

本計画を遂行する上では上位計画との整合を図ることが必要であるため、上述した第 2 次滝沢市総

合計画における将来像を考慮し、空き家の有効活用や状態の不良な空き家を減らしていくことによっ

て、住環境を改善し、若者などが移住・定住できる場を整備することが重要となります。 
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（３）空き家の除却と有効活用促進への取組 

危険な空き家は除却を促進し、利活用可能な空き家は有効活用を促進していく必要があります。 

現在実施している事業、今後改善を検討する事業及び今後実施を検討する事業を以下の表にとりまと

めました。各々の詳細につきましては、以下の表以降に記載しています。 

 

〈① 実施している事業〉 

事業内容 ページ 

滝沢市空き家住宅支援事業補助金 P42 

滝沢市空き家バンク活用奨励金 P43 

滝沢市危険空家等除却工事補助金 P44 

 

〈② 今後改善を検討する事業〉 

事業内容 ページ 

空き家バンク P45 

 

 〈③今後実施を検討する事業〉 

事業内容 ページ 

空き家の活用等に関する補助制度の新設 P46 

空き家に関する国の補助制度等の周知・活用 P48 

空き家除却後の跡地有効活用の促進 P49 

買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置（登録免許税）の周知 P49 

その他空き家の維持管理及び利活用に関する施策の実施 P49 
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①実施している事業 

滝沢市空き家住宅支援事業補助金 

県の補助制度（若者・移住者空き家住まい支援事業）を活用し、補助金制度を創設しました。 

 

 

 

 ＜事業概要＞ 

人口減少対策として、結婚や子育て等のライフステージを控えた若者世代と移住者へ空き家を活 

用した住宅取得支援を実施するため、各市町村で整備する「空き家バンク」に登録された「空き家」 

を取得又は改修する費用の一部を補助するもの。 

＜対象＞ 

  ・若者世代(39 歳以下)又は県外からの移住者への助成であること 

  ・市町村が整備する「空き家バンク」に登録された空き家を取得又は改修すること 

  ・空き家の取得又は改修費用について、市町村が助成すること 

  ・取得又は改修する空き家に市町村が定める期間以上居住する意思を有していること 

＜補助金額＞ 

市が助成する額の２分の１に相当する額以内の額 

  ・若者世代又は移住者の空き家取得 上限 15 万円／件 

  ・若者世代又は移住者の空き家改修 上限２０万円／件 

  ・子育て世帯への加算 上限１０万円／件 

 

 

 

 

 ＜事業概要＞ 

結婚や子育て等のライフステージを控えた若者世代と県外からの移住者へ空き家を活用した住 

宅取得支援を実施するため、滝沢市空き家バンクに登録された空き家を取得又は改修する費用の 

一部を補助するもの。 

＜対象＞ 

  ・若者世代(39 歳以下)又は県外からの移住者 

  ・滝沢市空き家バンクに登録された空き家を自らが居住することを目的として取得又は改修する 

者 

  ・取得又は改修した空き家に５年以上継続して居住する意思を有している者 

＜補助金額＞ 

  ・若者世代又は移住者の空き家取得 上限 30 万円／件（補助対象経費の 1/2 以内） 

  ・若者世代又は移住者の空き家改修 上限 40 万円／件（補助対象経費の 1/2 以内） 

  ・子育て世帯への加算 20 万円／件 

 

 

若者・移住者空き家住まい支援事業 （岩手県） 

滝沢市空き家住宅支援事業補助金 （令和５年４月１日～） 
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滝沢市空き家バンク活用奨励金 

市の単独補助として、奨励金制度を創設しました。 

 

 

 

 ＜事業概要＞ 

空き家の流通促進を図り、市内への移住定住や地域の活性化を促進することを目的として、滝 

沢市空き家バンクに空き家を登録し、売買契約等を締結した空き家の所有者に奨励金を交付する 

もの。 

＜対象＞ 

  ・個人であって、滝沢市空き家バンクに空き家を登録している者 

  ・市外からの移住者との間で空き家バンクに登録した空き家について、売買契約等を行った者 

  ・市外からの移住者と３親等内の親族でない者 

＜補助金額＞ 

   10 万円 

  ※ただし、同一の空き家に対する交付は、１回限り。 

 

 

  

滝沢市空き家バンク活用奨励金 （令和６年４月１日～） 
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滝沢市危険空家等除却工事補助金 

国の補助制度（空家等対策総合支援事業）を活用し、補助金制度を創設しました。 

 

 

 

 ＜事業概要＞ 

空家法の空家等対策計画に基づき市区町村が実施する空き家の除却・活用に係る取組や、NPO 

民間事業者等が行うモデル性の高い空き家の活用・改修工事等に対して支援するもの。 

＜対象＞ 

  空き家の除却（特定空家等の除却、跡地を地域活性化のために計画的に利用する除却等） 

＜補助率＞ 

  空き家の所有者が実施 ： 国 2/5、市 2/5、所有者 1/5 

 

 

 

 

 ＜事業概要＞ 

良好な住環境を保全するとともに、安全で安心なまちづくりを目的として、市内の危険空家等や 

特定空家等の所有者等が行う解体、撤去に要する費用の一部を補助するもの。 

  

＜対象＞ 

  ・市内に存する危険空家等又は特定空家等であること 

  ・専用住宅又は併用住宅であること 

＜補助金額＞ 

  ・危険空家等 上限 50 万円／件（補助対象経費の 4/5 以内） 

  ・特定空家等 上限 100 万円／件（補助対象経費の 4/5 以内） 

 

 

 

 

 

  

空き家対策総合支援事業 ＜空き家対策基本事業（空き家の除却）＞ 

滝沢市危険空家等除却工事補助金 （令和６年４月１日～） 
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 ②今後改善を検討する事業 

空き家バンク 

空き家バンクとは、空き家を売りたい人・貸したい人が現在保有している空き家の情報を登録する

ことで、その物件情報をホームページなどで全国に周知し、空き家を買いたい・借りたい人にその情

報を提供する制度です。 

新型コロナウイルス感染症拡大により、テレワークの進展によるオフィスや住宅へのニーズの変化、

二地域居住等の関心の高まり等が広がる中で、空き家・空きスペース等の活用の一層の推進を図る

ことが期待されていることから、対象となる空き家の登録促進の取組を検討します。  
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 ③今後実施を検討する事業 

空き家の活用に関する補助制度の新設 

居住環境の整備改善及び地域活性化を図るために、空き家の除却や活用を行う「空き家再生等推

進事業」、また、総合的な空き家対策に取り組む市町村に対して支援を行う「空き家対策総合支援事

業」等の補助金を活用した空き家の利活用等の支援を検討します。 

 

 

 

例１：除却事業の場合 

＜事業概要＞ 

居住環境の整備改善を図るため、不良住宅・空き家住宅

又は空き建築物の除却に対し支援を行うもの。 

＜対象施設＞ 

   ・不良住宅 

   ・空き家住宅 

   ・空き建築物 

＜補助金額（負担割合）＞ 

   ・事業主体が地方公共団体の場合：2/5 

   ・事業主体が民間事業者等の場合：2/5 
 

 

例２：活用事業の場合 

＜事業内容＞ 

空き家住宅及び空き建築物を、居住環境の整備改善及

び地域の活性化に資する滞在体験施設、交流施設、体験学

習施設、創作活動施設、文化施設等の用途に供するため、

当該住宅等の取得(用地費を除く。)移転、増築、改築等を

行う。 
 

 

＜対象施設＞ 

本事業を実施しようとする際に使用されておらず、か

つ、今後も従来の用途に供される見込みのない空き家住

宅又は空き建築物 

＜補助金額（負担割合）＞ 

   ・事業主体が地方公共団体の場合：1/2 

   ・事業主体が民間事業者等の場合：1/3 

 

 

 

 

 

図 33：空き家の除却例 

居住環境の整備改善のため、空き家を
除却しポケットパークを整備 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 34：空き家の活用例 

地域活性化のため、空き家を活用し観光
交流施設を整備 

 

国土交通省の制度①：空き家再生等推進事業 

出典：空き家再生等推進事業(国土交通省) 
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＜事業概要＞ 

空家法の空家等対策計画に基づき市区町村が実施する

空き家の除却・活用に係る取組や、NPO 民間事業者等が

行うモデル性の高い空き家の活用・改修工事等に対して支

援を行う。（社会資本整備総合交付金とは別枠で措置） 

 

＜事業内容＞ 

空家等対策計画に基づき実施する以下の事業 

【空き家対策基本事業】 

 ・空き家の除却 （P42） 

  特定空家等の除却 

  跡地を地域活性化のために計画的に利用する除却等 

 ・空き家の活用 

  地域コミュニティ維持・再生のために 10 年以上活用 

  例：空き家を地域活性化するための地域交流施設 

に活用 

 ・空き家の活用か除却かを判断するためのフィージビ  

リティスタディ 

 ・空家等対策計画の策定等に必要な空き家の実態把握 

 ・空き家の所有者の特定 

 ・空家等管理活用支援法人による空き家の活用等を図

るための業務 

 

【空き家対策附帯事業】 

 ・空家法に基づく代執行等の円滑化のための法務的手

続等を行う事業 

  行政代執行等に係る弁護士相談費用、財産管理制度

の活用に伴い発生する予納金等 

＜補助対象＞ 

  ①空家等対策計画を策定 

  ②法に基づく「協議会」を設置するなど、地域の民間業

者等との連携体制がある  等 

 

＜補助金額（負担割合）＞ 

  ・所有者が実施する場合 

（活用：1/3 除却 2/5） 

   ・地方公共団体が実施する場合 

（活用：1/2、除却 2/5（代執行等の場合は 1/2）） 

   ・空家等管理活用支援法人が実施する場合 

（活用：1/2、除却 1/2） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

図 35：空き家の活用例 

地域活性化のため、空き家を地域交流
施設に活用 
 

国土交通省の制度②：空き家対策総合支援事業 

出典：空き家対策総合支援事業(国土交通省) 
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空き家に関する国の補助制度等の周知・活用 

現在、本市施策として実施している住宅補助・支援事業のうち、空き家の利活用に係る内容につい

て、国の補助制度（低未利用土地等の譲渡所得に係る所得税及び個人住民税の特例措置）について

は、利活用促進の一環として周知します。また、空き家を活用した移住・定住を促進するため、国の補

助制度を活用して、第三者の居住を目的として市内に存する空き家を改修する者を対象とした利活

用補助制度の創設を検討します。 

 

 

 

＜事業概要＞ 

 地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲

渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地を譲渡した場合の譲渡所得を控除すること

で、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図

る。 

＜対象＞ 

（1） 売った人が個人であること。 

(2) 売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等であること。 

（3） 売った後の土地等の利用について、市長が確認したものであること。  

(4) 売った年の 1 月 1 日において、所有期間が 5 年を超えること。 

(5) 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。 

※特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども

含まれます。 

（6） 市街化区域内の土地等を売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて

800 万円以下であること（令和 5 年 1 月 1 日～令和 7 年 12 月 31 日の間の譲渡の場合に

限る。）。 

(7) 市街化調整区域内の土地等を売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含

めて 500 万円以下であること。 

(8) この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年又は前々年

に分筆された土地又はその土地の上に存する権利について、前年又は前々年にこの特例を受

けていないこと。 

(9) 売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の

繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。 

＜控除額＞ 

  ・最大 100 万円 

 

  

  

低未利用土地等の譲渡所得に係る所得税及び個人住民税の特例措置 
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空き家除却後の跡地有効活用の促進 

管理不全な状態である等、有効活用することが難しい空き家は、保安面・衛生面・景観面・生活環境

面等で悪影響を及ぼすため、空き家の所有者等の責任で除却が必要です。空き家を除却した跡地は、

使用方法によっては地域活性化に寄与する資源となります。そのため、滝沢市空き家バンクなどを利

用した空き地の活用や市による借地等により、市場流通を促進することを検討します。 

 

買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置（登録免許税）の周知 

買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置は、既存住宅流通・リフォーム市場の活性化を

図るため、宅地建物取引業者が既存住宅を取得し、一定の質の向上を図るための改修工事を行った

後、住宅を個人の自己居住用住宅として譲渡する場合において、買主が当該住宅を取得する際の移

転登記に課される登録免許税を減額する特例を措置するものです。 

本制度は空き家の流通促進を図るものであることから、制度の周知を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 36：買取再販事業のイメージ 

 

その他空き家の維持管理及び利活用に関する施策の実施（参考資料） 

巻末の参考資料の事例を参考に、空き家の維持管理及び利活用に関する施策の実施について検

討します。 

  

宅地建物取引業者 買い手 売り手 

登録免許税を軽減 

所有権移転登記の税率を軽減 
（0.1％（一般住宅特例 0.3％、本
則 2％）） 
適用期限：令和 9 年 3 月 31 日 
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5. 空き家の調査及び住民等からの空き家に関する相談や実施体制に関する事項 

（１）空き家の実態把握と空き家データベースの作成 

空き家の実態を継続的に把握するため、事前に市で把握している空き家情報等を活用することで、

空き家候補を抽出し、定期的に空き家の現地調査を行います。 

現地調査では、外観目視による調査を行います。調査により空き家であると判断した場合、空き家の

所有者等を特定し、空き家の管理状況や利活用についての意向調査を実施します。その結果に伴い、空

き家の維持管理や特定空家等に対する措置、空き家や空き家の除却後の跡地の利活用促進に向けた施

策を検討します。 

調査結果は滝沢市統合型地理情報システムを活用した空き家データベースにより庁内共有し、迅速

な対応に努めます。 

なお、空き家は時間の経過に伴い状況が変化するため、住民票の情報や民生委員からの情報等によ

り、空き家の実態を随時把握できる体制の構築を検討します。 

 

図 37：空き家実態把握とデータベース活用への流れ 

抽出に利用するデータ 

空き家現地調査 

空き家候補建物の抽出 

空き家候補の現地調査 

空き家所有者等の特定 

空き家の所有者等の意向調査 

データベースによる情報の作成・管理

管理 

各種施策への活用 

・空き家の利用状況 

・空き家の管理 

・今後の空き家の利用意向  等 

調査項目 

・住宅地図   ・水道情報 

・自治体からの空き家情報 

・    等 

調査方法 

・外観目視による調査 

所有者意向調査 

活用例 

・維持管理に関する施策 

・管理不全空家等及び特定空家等に対する施策 

・利活用促進に関する施策 

・庁内関係部署や関係団体との連携 

特定方法 

・固定資産課税台帳  等 
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（２）空き家に関する相談体制の整備 

①当面の体制（庁内の体制） 

空き家に関する市民相談窓口を都市政策課に設置し、相談窓口を 1 本化します。相談内容に応じて、

担当課に割り振り、その対応結果を都市政策課に集約します。それぞれの対応結果は都市政策課から

関係各課に情報共有します。 

 

図 38：当面の相談体制(庁内の体制)のイメージ  

相談者 

近隣住民 

・雑草が繫茂している 

・空き家から異臭がする 等 

所有者等 

・空き家を活用したい 

・空き家を売却したい 等 

利用希望者 

・空き家バンクを利用して 

空き家を取得したい 等 

連絡・相談 回答・助言 
 

道路課 道路管理上の問題への対応 など 

環境課 動植物、環境衛生に関すること など 

防災防犯課 防災(応急処置を含む)・防犯に関すること など 

地域づくり推進課 地域交流施設への空き家の活用 など 

学校教育指導課 通学路の安全・安心 など 

税務課 固定資産税の情報提供、課税関連 など 

企業振興課 空き家を活用した移住定住支援 など 

担当割付 
情報共有 

情報集約 

② 空き家対策に係る総合的な企画立案・調整に関すること 

③ 空き家、管理不全空家等及び特定空家等の認定・対策に関すること 

④ 空き家情報の集約に関すること 

⑤ 空き家の実態調査に関すること 

⑥ 空き家データベースの管理に関すること 

⑦ 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関すること 

⑧ 空き家バンクの運営に関すること 

① 相談総合窓口に関すること 

都市政策課 

関係各課 

滝沢市 

農林課 有害鳥獣に関すること など 

収納課 納税に関すること など 
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②目標とすべき体制 

滝沢市空家等対策庁内検討委員会により庁内で空き家対策・施策を推進し、さらに滝沢市空家等対

策協議会や専門相談窓口と連携することで、対策を効果的に進める体制を構築します。なお、現在、専

門家相談窓口として、岩手県が運営する「空き家相談窓口」を活用していますが、県の動向も加味し、市

独自の相談窓口開設を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 39：目標とする相談体制のイメージ  
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（３）庁内の体制整備と滝沢市空家等対策協議会の設置 

空き家に関する問題は多分野にわたるため、（２）①で示した当面の体制（庁内の体制）に基づき、市

の関係各課が連携し、空き家の適正管理や危険な空き家への対応、利活用促進等を行います。各課に

おける空き家に関する対策の役割は下表のとおりとします。 

 

表：各課における空き家に関する対策の役割 

組織名 役 割 

都市政策課 ①相談総合窓口に関すること 

②空き家対策に係る総合的な企画立案・調整に関すること 

③空き家、管理不全空家等及び特定空家等の認定・対策に 

関すること 

④空き家情報の集約に関すること 

⑤空き家の実態調査に関すること 

⑥空き家データベースの管理に関すること 

⑦管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関すること 

⑧空き家バンクの運営に関すること   など 

道路課 道路管理上の問題への対応に関すること  など 

環境課 動植物、環境衛生に関すること   など 

農林課 有害鳥獣に関すること                        など 

防災防犯課 防災（応急措置を含む。）・防犯に関すること  など 

地域づくり推進課 地域交流施設への空き家の活用に関すること  など 

学校教育指導課 通学路の安全・安心に関すること   など 

税務課 固定資産税の情報提供、課税に関すること      など 

収納課 納税に関すること                           など 

企業振興課 空き家を活用した移住定住支援に関すること 

滝沢市商工会に関すること          など 

観光物産課 滝沢市シルバー人材センターに関すること  など 
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6. 計画の実現に向けた目標設定（KPI） 

計画の実現に向けた以下の項目について、目標値を設定します。 

 

 ◆指標 1 空き家の所有者等向けのハンドブック（仮称）の作成 

 ◆指標 2 空き家相談による管理行為等の促進 

基本方針１「空き家発生予防と適正管理の重要性の周知」を実現するため、空き家に関する出前講座

の開設や、空き家の所有者等向けのハンドブックの作成、空き家相談による管理行為等の促進を行い、

課題の解決や適切な維持管理につなげます。 

 

指標（取組項目） 
現況値 

（令和 2 年度） 

中間目標値 

（令和 8 年度） 

計画目標値 

（令和 13 年度） 

空き家の所有者等向けのハン

ドブック「滝沢市空き家対策」

の作成 

0 冊 1 冊 1 冊 

空き家相談による管理行為等

の促進 
0 件 １５件 ３０件 

 

 

 ◆指標 3 管理不全空家等及び特定空家等の解決割合 

 基本方針２「悪影響を及ぼす管理不全空家等及び特定空家等への対応」を実現するため、不良度判定

で D 判定となっている空き家について、状況に応じて対応を行います。 

また、解決割合は、それぞれの空家等の認定解除件数÷認定件数×１００％で計算します。 

 

指標（取組項目） 
現況値 

（令和 2 年度） 

中間目標値 

（令和 8 年度） 

計画目標値 

（令和 13 年度） 

管理不全空家等の解決割合 0％ 0％ 10％ 

特定空家等の解決割合 0％ 10％ 20％ 

 

 

 ◆指標 4 空き家バンク成約件数 

基本方針３「空き家や空き家除却後の跡地の有効活用への取組の推進」を実現するため、空き家バン

クの成約件数を増やし、空き家の有効活用促進を目指します。 

 

指標（取組項目） 
現況値 

（令和 2 年度） 

中間目標値 

（令和 8 年度） 

計画目標値 

（令和 13 年度） 

空き家バンク成約件数 １件 ２０件 ４０件 
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第６章 計画の推進に向けて 

1. 計画の見直し 

本計画は、D-OODA ループ（計画立案・情報収集・方向性の判断・具体的施策の決定・行動・見直す）

のプロセスに沿って柔軟かつ着実に実行します。また、社会情勢の変化や国の施策、空き家対策の効果、

体制等を見極め、必要に応じて、随時計画を修正することとします。 

 

 

 

図 40：D-OODA ループのプロセス 

 

 

2. 継続的な管理 

地域の事情に精通した自治会や専門業者等と連携し、本計画を推進します。また、滝沢市空家等対策

協議会を中心として、継続的に本計画の管理を行います。 
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次第で柔軟に計画を変更し
実行する。 

考えていた前提、行動方針などを見
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動を定め、柔軟に実行に移す。 
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る計画の大筋(ストーリー)を可視化
する。 
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得た情報から状況を判断し、
空家等対策協議会において
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固定概念に捉われず、観点を
変えながら国勢調査の情報
などできるだけ多くの情報を
収集する。 
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第７章 関連法令 

1. 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号） 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に

深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環

境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針

の策定、市町村（特別区を含む。第１０条第２項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の

空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的か

つ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用が

なされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。第１４条第

２項において同じ。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのあ

る状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景

観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあ

ると認められる空家等をいう。 

 

（国の責務） 

第３条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 国は、地方公共団体その他の者が行う空家等に関する取り組みのために必要となる情報の収集及び提

供その他の支援を行うよう努めなければならない。 

３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の促進に関し、国

民の理解を深めるよう努めなければならない。 

 

（地方公共団体の責務） 

第４条 市町村は、第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策

の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなければならない。 

２ 都道府県は、第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関し

この法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市

町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

 

（空家等の所有者等の責務） 

第５条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさない

よう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協



57 

力するよう努めなければならない。 

 

（基本指針） 

第６条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本

的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（1） 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

（2） 次条第１項に規定する空家等対策計画に関する事項 

（３） 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 

（４） その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、関係行政機

関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

 

（空家等対策計画） 

第７条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即

して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（1） 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策 

に関する基本的な方針 

（2） 計画期間 

（3） 空家等の調査に関する事項 

（4） 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

（5） 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関する事項 

（6） 特定空家等に対する措置（第２２条第１項の規定による助言若しくは指導、同条第２項の規定による

勧告、同条第３項の規定による命令又は同条第９項から第１１項の規定による代執行をいう。以下同

じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

（7） 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

（8） 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

（9） その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第５号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等の数及びその

分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のために

当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域（以下「空家等活用促進区

域」という。）並びに当該空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るため

の指針（以下「空家等活用促進指針」という。）に関する事項を定めることができる。 

（１） 中心市街地の活性化に関する法律（平成１０年法律第９２号）第２条に規定する中心市街地 

（２） 地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第４項第８号に規定する地域再生拠点 

（３） 地域再生法第５条第４項第１１号に規定する地域住宅団地再生区域 
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（４） 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成２０年法律第４０号）第２条第２項に規

定する重点区域 

（５） 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域と

して国土交通省令・総務省令で定める区域 

４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

（１） 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 

（２） 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な空家等の種

類及び当該空家等について誘導すべき用途（第１６条第１項及び第１８条において「誘導用途」という。）

に関する事項 

（３） 前２号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用を通じた

経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活用促進区域内の

空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規定する建築物をいう。

以下この項及び第９項において同じ。）又は空家等の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第１０項にお

いて同じ。）について第１７条第１項の規定により読み替えて適用する同法第４３条第２項（第１号に係る部

分に限る。次項において同じ。）の規定又は第１７条第２項の規定により読み替えて適用する同法第４８条

第１項から第１３項まで（これらの規定を同法第８７条第２項又は第３項において準用する場合を含む。第９

項において同じ。）の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件に関する事項を定めることができ

る。 

６ 前項の第１７条第１項の規定により読み替えて適用する建築基準法第４３条第２項の規定の適用を受け

るための要件（第９項及び第１７条第１項において「敷地特例適用要件」という。）は、特例適用建築物（その

敷地が復員１．８メートル以上４メートル未満の道（同法第４３条第１項に規定する道路に該当するものを除

く。）に２メートル以上接するものに限る。）について、避難及び通行の安全上支障がなく、かつ、空家等活

用促進区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものとして国土

交通省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第３項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域内の住民の意

見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市及び同法第２５２条の２

２第１項の中核市を除く。）は、第３項に規定する事項を定める場合において、市街化調整区域（都市計画

法（昭和４３年法律第１００号）第７条第１項に規定する市街化調整区域をいう。第１８条第１項において同

じ。）の区域を含む空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及

び空家等活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と協議をしなければならない。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第５項の第１７条第２項の規定

により読み替えて適用する建築基準法第４８条第１項から第１３項までの規定のただし書の規定の適用を

受けるための要件（以下「用途特例適用要件」という。）に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該

事項について、当該空家等活用促進区域内の建築物について建築基準法第４３条第２項第１号の規定によ

る認定又は同法第４８条第１項から第１３項まで（これらの規定を同法第８７条第２項又は第３項において

準用する場合を含む。第１７条第２項において同じ。）の規定のただし書の規定による許可の権限を有する

特定行政庁（同法第２条第３５号に規定する特定行政庁をいう。以下この項及び次項において同じ。）と協
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議をしなければならない。この場合において、用途特例適用要件に関する事項については、当該特定行政

庁の同意を得なければならない。 

１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定行政庁は、特例適用建

築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進区域における経済的社会的活

動の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、同項の同意をすることができる。 

１１ 空家等対策計画（第３項に規定する事項が定められたものに限る。第１６条第１項及び第１８条第１項に

おいて同じ。）は、都市計画法第６条の２の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針及び同法第１８条の

２の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。 

１２市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

１３市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、技術的な助言そ

の他必要な援助を求めることができる。 

１４ 第７項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 

 

（協議会） 

第８条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会（以下こ

の条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、

不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。 

３ 前２項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第２章 空家等の調査 

（立入調査等） 

第９条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するた

めの調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第２２条第１項から第３項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に

対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認め

られる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせ

ようとするときは、その５日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただ

し、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯

し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

 

 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第１０条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏

名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、

その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 
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２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の

存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報で

あって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供を

求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うもの

とする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公

共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必

要な情報の提供を求めることができる。 

 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第１１条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために

所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限

る。）を除く。以下この条、次条及び第１５条において同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に

関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

第３章 空家等の適切な管理に係る措置 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第１２条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、

助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

 

（適切な管理が行われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第１３条 市町村長は、空家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等

に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状態にあると認められる空家等（以

下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基本指針（第６条第２項第３号に掲げる事項に係る部分

に限る。）に即し、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な

措置をとるよう指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善され

ず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、当該指導をし

た者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを

防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。 

 

（空家等の管理に関する民法の特例） 

第１４条 市町村長は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所

に対し、民法（明治２９年法律第８９号）第２５条第１項の規定による命令又は同法第９５２条第１項の規定

による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。 

２ 市町村長は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるときは、地

方裁判所に対し、民法第２６４条の８第１項の規定による命令の請求をすることができる。 

３ 市町村長は、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認める

ときは、地方裁判所に対し、民法第２６４条の９第１項又は第２６４条の１４第１項の規定による命令の請求
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をすることができる。 

 

第４章 空家等の活用に係る措置 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第１５条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は

賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの活用のために必

要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

 

（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第１６条 空家等対策計画を作成した市町村（（以下「計画作成市町村」という。）の長は、空家等活用促進区

域内の空家等（第７条第４項第２号に規定する空家等の種類に該当するものに限る。以下この条において

同じ。）について、当該空家等活用促進区域内の経済的社会的活動の促進のために必要があると認めると

きは、当該空家等の所有者等に対し、当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に

供するために必要な措置を講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるときは、その

要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分についてのあっせんその他の必

要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

 

（建築基準法の特例） 

第１７条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第７条第１２項

（同条第１４項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同

条第六項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第４３条第２項第１号の規定の適用については、

同号中「、利用者」とあるのは「利用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の

推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第７条第１２項（同条第１４項において準用する場合

を含む。）の規定により公表された同条第１項に規定する空家等対策計画に定められた同条第６項に規定

する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する特例適用建築物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第７条第１２項（同条第

１４項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第５項

に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第４８条第１項から第１３項までの規定の適用については、

同条第１項から第１１項まで及び第１３項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政

庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第１項ただし書中「公益上やむを得ない」と

あるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第７条第１２項（同条第１４項

において準用する場合を含む。）の規定により公表された同条第１項に規定する空家等対策計画に定めら

れた同条第９項に規定する用途特例適用要件（以下この条において「特例適用要件」という。）に適合する

と認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第２項から第１１項まで及び第１３項の規定の

ただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合そ

の他公益上やむを得ない」と、同条第１２項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適

用要件に適合すると認めて許可した場合その他」とする。 
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（空家等の活用の促進についての配慮） 

第１８条 都道府県知事は、第７条第１２項（同条第１４項において準用する場合を含む。）の規定により公表

された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化調整区域に該当する区域に限る。）内の

空家等に該当する建築物（都市計画法第４条第１０項に規定する建築物をいう。以下この項において同じ。）

について、当該建築物を誘導用途に供するため同法第４２条第１項ただし書又は第４３条第１項の許可（い

ずれも当該建築物の用途の変更に係るものに限る。）を求められたときは、第７条第８項の協議の結果を

踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の行政機関の長又は都道府県知事は、同項に規定する空家等対策計画に

記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用途に供するため農地法（昭和

２７年法律第２２９号）その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該空家等の

活用の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

 

（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第１９条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和４０年法律第１２４号）第２１条に規定する業務

のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等の活用のために

行う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家等の活用に関する業務を行うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を行う場合における地方住宅供給公社法

第４９条の規定の適用については、同条第３号中「第２１条に規定する業務」とあるのは、「第２１条に規定す

る業務及び空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）第１９条第１項に規定する

業務」とする。 

 

（独立行政法人都市再生機構の行う調査等業務） 

第２０条 独立行政法人都市再生機構は、独立行政法人都市再生機構法（平成１５年法律第１００号）第１１

条第１項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家等活用促進区域内における

空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社会的活動の促進を図るために必要な調査、

調整及び技術の提供の業務を行うことができる。 

 

（独立行政法人住宅金融支援機構の行う援助） 

第２１条 独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政法人住宅金融支援機構法（平成１７年法律第８２号）

第１３条第１項に規定する業務のほか、市町村又は第２３条第１項に規定する空家等管理活用支援法人か

らの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その

他の援助を行うことができる。 

 

第５章 特定空家等に対する措置 

第２２条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採

その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と

なるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建

築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善
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されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、

立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなか

った場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告

に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者

に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を

交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会

を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から５日以内に、市町村長に対し、意見書の提

出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第３項の措置を命じよう

とする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第３項の規定によって命じようと

する措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の３日前までに、前項に規定する者に通知するととも

に、これを公告しなければならない。 

８ 第６項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出するこ

とができる。 

９ 市町村長は、第３項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその

措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みが

ないときは、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為

をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

１０ 第３項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられる

べき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知することができないとき（過失がなく

て第１項の助言若しくは指導又は第２項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第３項に

定める手続により命令を行うことができないときを含む。）は、市町村長は、当該命令対象者の負担にお

いて、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項において「措置実

施者」という。にその措置を行わせることができる。この場合においては、市町村長は、その定めた期限内

に命令対象者において、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市町村長

又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨をあらかじめ公告しなければな

らない。 

１１ 市町村長は、災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該

特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措

置をとる必要があると認めるときで、第３項から第８項までの規定により当該措置をとることを命ずるい

とまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その

措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。 

１２ 前２項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第５条及び第６条の規定を準

用する。 

１３ 市町村長は、第３項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務
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省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１４ 前項の標識は、第３項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合におい

ては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

１５ 第３項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第８８号）第３章（第１２条及び第１４

条を除く。）の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要

な指針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省令

で定める。 

 

第６章 空家等管理活用支援法人 

（空家等管理活用支援法人の指定） 

第２３条 市町村長は、特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定非営利

活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを

目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるもの

を、その申請により、空家等管理活用支援法人（以下「支援法人」という。）として指定することができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又

は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あら

かじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

４ 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。 

 

（支援法人の業務） 

第２４条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活

用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必

要な援助を行うこと。 

（２） 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管

理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。 

（３） 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。 

（４） 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。 

（５） 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。 

（６） 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。 

 

（監督等） 

第２５条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認める

ときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村長は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支

援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 
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３ 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第２３条第１項の規定による指定を

取り消すことができる。 

４ 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 

 

（情報の提供等） 

第２６条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若

しくは助言をするものとする。 

２ 市町村長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとして、空家等

の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連情報」という。）の提供の求めがあ

ったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提

供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村長は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらかじめ、

当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関連情報によって識別される特定の

個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 

 

（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第２７条 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、市町村に対し、国土交通省令・

総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成又は変更をすることを提案することができる。こ

の場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成して、これを提示し

なければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は変更をする

か否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、空家等

対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 

 

（市町村長への要請） 

第２８条 支援法人は、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要

があると認めるときは、市町村長に対し、第１４条各項の規定による請求をするよう要請することができ

る。 

２ 市町村長は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、第１４条各項

の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村長は、第１項の規定による要請があった場合において、第１４条各項の規定による請求をする必

要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請をした支援法人に通知するもの

とする。 

 

第７章 雑則 

第２９条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑

な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充そ

の他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 
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２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関

する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 

 

第８章 罰則 

第３０条 第２２条第３項の規定による市町村長の命令に違反した者は、５０万円以下の過料に処する。 

２ 第９条第２項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入調査を拒

み、妨げ、若しくは忌避した者は、２０万円以下の過料に処する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただ

し、第９条第２項から第５項まで、第１４条及び第１６条の規定は、公布の日から起算して６月を超えない範

囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後５年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要がある

と認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと

する。 

 

附 則 （令和５年６月１４日法律第５０号） 抄 

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

ただし、附則第３条の規定は、公布の日から施行する。 

 

（経過措置） 

第２条 地方自治法の一部を改正する法律（平成２６年法律第４２号）附則第２条に規定する施行時特例市

に対するこの法律による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法（以下この条において「新法」と

いう。）第７条第８項及び第１８条第１項の規定の適用については、新法第７条第８項中「及び同法」とある

のは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律（平成２６年法律第４

２号）附則第２条に規定する施行時特例市」とする。 

２ 新法第２２条第１０項及び第１２項（同条第１０項に係る部分に限る。）の規定は、この法律の施行の日

（以下この条及び附則第６条において「施行日」という。）以後に新法第２２条第１０項後段の規定による公

告を行う場合について適用し、施行日前にこの法律による改正前の空家等対策の推進に関する特別措置

法（次項において「旧法」という。）第１４条第１０項後段の規定による公告を行った場合については、なお

従前の例による。 

３ 新法第２２条第１１項及び第１２項（同条第１１項に係る部分に限る。）の規定は、施行日以後に同条第２

項の規定による勧告を行う場合について適用し、施行日前に旧法第１４条第２項の規定による勧告を行っ

た場合については、なお従前の例による。 
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（政令への委任） 

第３条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）

は、政令で定める。 

 

（検討） 

第４条 政府は、この法律の施行後５年を目途として、この法律による改正後の規定について、その施行の

状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるも

のとする。 
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2. 滝沢市空家等対策協議会設置条例（令和３年滝沢市条例第４号） 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第７条第１項

の規定に基づき、滝沢市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

 

（所掌事務） 

第３条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。 

（１） 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。 

（２） 特定空家等の認定に関すること。 

（３） その他空家等に係る施策の推進に関すること。 

 

（組織） 

第４条 協議会は、市長及び委員７人以内をもって組織する。 

 

（委員） 

第５条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 市民 

（２） 法務、不動産又は建築に関する学識経験者 

（３） 関係行政機関の職員 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、委嘱の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、

委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、委嘱されたときの要件を欠くこととなったときは、その職を失うものとする。 

４ 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違

反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。 

５ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

 

（会長及び副会長） 

第６条 協議会に会長を置き、市長をもって充てる。 

２ 会長は、協議会の会務を総理する。 

３ 協議会に副会長を置き、委員の中から会長が指名する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 
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（会議） 

第７条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 協議会は、議事に関して必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見及び説

明を聴取し、又は資料の提供を求めることができる。 

 

（会議の公開等） 

第８条 協議会の会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めるときは、協議会に諮って会議を非公開

とすることができる。 

 

（委任） 

第９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。ただし、協議

会の運営及び議事に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

 

（準備行為） 

２ 第５条第１項の規定による協議会の委員を委嘱するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前

においても行うことができる。 
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3. 滝沢市空家等対策庁内検討委員会設置規程（令和３年滝沢市訓令第４号） 

 

（設置） 

第１条 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２条第１項

に規定する空家等（以下「空家等」という。）に対する施策を総合的かつ計画的に実施するため、滝沢市空

家等対策庁内検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（定義） 

第２条 この訓令において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

 

（所掌事務） 

第３条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。 

（１） 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。 

（２） 空家等の適切な管理及び利活用の促進に関すること。 

（３） 特定空家等に対する措置に関すること。 

（４） その他空家等対策の実施に関し必要な事項に関すること。 

 

（組織） 

第４条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。 

２ 委員長は副市長を、副委員長は都市整備部長を充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者を充てる。 

（１） 市民環境部長 

（２） 健康こども部長 

（３） 福祉部長 

（４） 経済産業部長 

（５） 企画総務部長 

（６） 税務部長 

（７） 滝沢市上下水道部長 

（８） 滝沢市教育委員会教育次長 

（９） 滝沢市農業委員会事務局長 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員を追加することができる。 

 

（職務） 

第５条 委員長は、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、その会議の議長となる。 
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２ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取し、又は資料の提

出を求めることができる。 

（専門部会） 

第７条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の構成員は、委員長が指名する。 

３ 専門部会に部長を置き、委員長の指名する委員を充てる。 

４ 委員長は、専門部会の事務を掌理する。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。 

 

（補則） 

第９条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。 

 

附 則 

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則 （令和６年３月２９日訓令第１１号） 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 
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4. 滝沢市空き家等の適正管理に関する協定書（滝沢市シルバー人材センター・滝沢市商工会） 

 

 滝沢市（以下「甲」という。）と、公益社団法人滝沢市シルバー人材センター（以下「乙」という。）と、滝沢市

商工会（以下「丙」という。）は、空き家等が管理不全な状態となることを防止するため、次のとおり協定を

締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲、乙及び丙が連携・協力し、市内の空き家等の適正管理の促進に取り組むことによ

り、良好な住環境を保全するとともに安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 空き家等 市内に所在する建築物及びこれに附属する工作物で、常時無人の状態又はこれに類する

状態にあるもの及びその敷地をいう。 

（２） 管理不全な状態 空き家等が周辺の建物や通行人等に悪影響を与えるおそれのある状態であるも

のをいい、以下のような状態をいう。 

（ア） 建物が傾いている等倒壊のおそれのあるもの 

（イ） 屋根、壁等が飛散するおそれのあるもの 

（ウ） 屋根、壁等が木材等の燃えやすい材質、又は薪等の可燃物が放置されているもの 

（エ） 塀、擁壁等が敷地外の方向へ倒れるおそれのあるもの 

（オ） 鍵が施錠されていない、又はガラスの破損等により内部へ出入りが容易なもの 

（カ） 木、垣根などの植栽が敷地外へはみ出し、通行人等の支障になっているもの 

（キ） その他周辺環境に悪影響を与えるおそれのあるもの 

（３） 所有者等 空き家等を所有し、又は管理する者をいう。 

 

（甲が行う業務） 

第３条 甲は、次の業務を行う。 

（１） 市広報、ホームページその他の広告媒体により、乙及び丙が行う空き家等管理業務のＰＲに努める。 

（２） 所有者等から空き家等の管理業務の相談を受けた場合は、乙及び丙の業務を紹介する。 

 

（乙が行う業務） 

第４条 乙は、空き家等について所有者等との契約の上、次の業務を行う。ただし、その業務内容について

は、乙が安全に業務を遂行できる範囲に限る。 

（１） 空き家等の見回り（目視点検） 

（２） 敷地内の草刈、除草及び清掃 

（３） 植木の剪定、伐採、雪囲い等 

（４） 前各号に掲げるもののほか、所有者等の要望による空き家等の一般管理 
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（丙が行う業務） 

第５条 丙は、次の業務を行う。 

（１） 前条各号以外の空き家等の管理業務について、その業務に応じた会員を所有者等へ紹介する。 

 

（契約） 

第６条 乙又は丙の会員と所有者等が個別に協議し、契約を締結することとし、甲及び丙はその契約に関

する一切の責めを負わない。 

 

（有効期間） 

第７条 この協定書の有効期限は、協定締結の日が属する年度の３月３１日までとする。ただし、期間満了

の１か月前までに、甲、乙及び丙いずれからも書面による解除の申し出がないときは、満了の翌日から１年

間継続することとし、以降も同様とする。 

２ 期間途中で協定を解除する場合は、解除の日の１か月前までに書面により申し出を行うものとする。 

 

（秘密保持） 

第８条 乙、丙及び丙の会員はこの業務を通じて知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 

 

（協議） 

第９条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書に関して生じた疑義については、甲、乙及び丙協議

の上定めるものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本協定書３通を作成し、甲、乙及び丙が署名押印の上、各１通を保有する。 

 

   平成２８年１２月８日 

 

                甲  岩手県滝沢市中鵜飼５５番地 

                   滝沢市 

                   滝沢市長                                 印 

 

                乙  岩手県滝沢市中鵜飼５５番地 

                   公益社団法人滝沢市シルバー人材センター 

                   理事長                                  印 

 

                丙  岩手県滝沢市鵜飼御庭田９２番地３ 

                   滝沢市商工会 

                   会 長                                  印 
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5. 空家等対策の推進に関する協定書（岩手県宅地建物取引業協会） 

 

滝沢市(以下「甲」という。)と岩手県宅地建物取引業協会(以下「乙」という。)は、空家等に関する対策を推

進するため、次のとおり協定を締結する。 

(目的) 

第 1 条この協定は、甲及び乙が相互に連携し、及び協力し、所有者等による空家等の適切な管理の促進、

空家等の利活用の推進及び空家等に係る相談体制の充実その他必要な対策を推準することを目的とす

る。 

 

(定義) 

第 2 条この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態

であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体

が所有し、又は管理するものを除く。 

(2)所有者等空家等に関する所有権その他の権利の行使により当該空家等の売却、賃貸等を行うことが

できる者をいう。 

(3)不動産取引空家等の売買、賃貸借等を行うことをいう。 

(4)利活用希望者等空家等の取得又は利活用等を希望する者をいう。 

 

(協定事項) 

第 3 条甲及び乙は、第 1 条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について、連携し、協

力する。 

(1)空家等の発生予防及び所有者等の適正管理に係る意識啓発に関すること 

(2)空家等に係る所有者等からの相談に関すること 

(3)空家等の流通及び利活用の推進に関すること 

(4)空家等の跡地活用に関すること 

(5)空家等対策の推進に必要な情報の共有及び発信に関すること 

(6)その他空家等対策の推進に必要と認められること 

 

(苦情又は紛争の処理) 

第 4 条この協定に基づく事業の実施に関し苦情又は紛争が発生した場合は、甲乙協議の上、処理するも

のとする。ただし、不動産取引の業務に係る事項については、乙の責任において処理するものとする。 

 

(守秘義務) 

第 5 条甲及び乙は、この協定に基づく連携により知り得た秘密について、これを第 1 条に定める目的の

ためのみに使用するものとし、当該情報を提示した当事者の事前の許可なしに第三者に提供、開示、又は

漏洩しないものとする。 

なお、この協定に係る守秘義務については、この協定が終了した場合においても存続するものとする。 
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(有効期間) 

第 6 条この協定の有効期間は、協定締結の日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。 

2 前項の有効期間満了の日の 1 月前までに、甲又は乙から相手方に対し書面による別段の意思表示がな

い場合は、この協定を 1 年間更新し、以後同様とする。 

 

(協議) 

第 7 条この協定の内容に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項が生じたときは、その都度甲

乙が協議の上、解決するものとする。 

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ各 1 通を保有するもの

とする。 

 

令和 2 年 10 月 16 日 

                     甲 

岩手県滝沢市中鵜飼 55 番地 

滝沢市 

滝沢市長                                印 

 

 

                     乙 

岩手県盛岡市前九年一丁目 9-30 

一般祉団法人  岩手県宅地建物取引業協会 

会長                                   印 
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6. 空家等対策の推進に関する協定書（全日本不動産協会岩手本部） 

 

滝沢市(以下「甲」という。)と公益社団法人全日本不動産協会岩手県本部(以下「乙」という。)は、空家等

に関する対策を推進するため、次のとおり協定を締結する。 

(目的) 

第 1 条この協定は、甲及び乙が相互に連携し、及び協力し、所有者等による空家等の適切な管理の促進、

空家等の利活用の推進及び空家等に係る相談体制の充実その他必要な対策を推準することを目的とす

る。 

 

(定義) 

第 2 条この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態

であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体

が所有し、又は管理するものを除く。 

(2)所有者等空家等に関する所有権その他の権利の行使により当該空家等の売却、賃貸等を行うことが

できる者をいう。 

(3)不動産取引空家等の売買、賃貸借等を行うことをいう。 

(4)利活用希望者等空家等の取得又は利活用等を希望する者をいう。 

 

(協定事項) 

第 3 条甲及び乙は、第 1 条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について、連携し、協

力する。 

(1)空家等の発生予防及び所有者等の適正管理に係る意識啓発に関すること 

(2)空家等に係る所有者等からの相談に関すること 

(3)空家等の流通及び利活用の推進に関すること 

(4)空家等の跡地活用に関すること 

(5)空家等対策の推進に必要な情報の共有及び発信に関すること 

(6)その他空家等対策の推進に必要と認められること 

 

(苦情又は紛争の処理) 

第 4 条この協定に基づく事業の実施に関し苦情又は紛争が発生した場合は、甲乙協議の上、処理するも

のとする。ただし、不動産取引の業務に係る事項については、乙の責任において処理するものとする。 

 

(守秘義務) 

第 5 条甲及び乙は、この協定に基づく連携により知り得た秘密について、これを第 1 条に定める目的の

ためのみに使用するものとし、当該情報を提示した当事者の事前の許可なしに第三者に提供、開示、又は

漏洩しないものとする。 

なお、この協定に係る守秘義務については、この協定が終了した場合においても存続するものとする。 
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(有効期間) 

第 6 条この協定の有効期間は、協定締結の日から令和 7 年 3 月 31 日までとする。 

2 前項の有効期間満了の日の 1 月前までに、甲又は乙から相手方に対し書面による別段の意思表示がな

い場合は、この協定を 1 年間更新し、以後同様とする。 

 

(協議) 

第 7 条この協定の内容に疑義が生じたとき又はこの協定に定めのない事項が生じたときは、その都度甲

乙が協議の上、解決するものとする。 

この協定の締結を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ各 1 通を保有するもの

とする。 

 

令和 4 年 4 月 15 日 

                     甲 

岩手県滝沢市中鵜飼 55 番地 

滝沢市 

滝沢市長                                印 

 

 

                     乙 

岩手県盛岡市八幡町 1 番 9-101 号 

公益社団法人  全日本不動産協会岩手県本部 

本部長                                  印 
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参考資料 

1. 維持管理 

空き家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置（固定資産税等） 

空き家の除却等を促進するための土地に係る固定資産税等に関する所要の措置は、法の規定に基

づき、市町村長が管理不全空家等及び特定空家等の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図

るために必要な措置をとることを勧告した場合は、当該管理不全空家等及び特定空家等に係る敷地

について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 41：住宅用地特例の適用対象除外のタイミング 
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    なお、住宅用地特例は、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地（住宅用地）に対   

して税金軽減が行われる制度であり、空き家や特定空家等を除却・解体した場合は、人が居住するた

めの敷地として認められないため、急激な税負担増となります。そのため、空き家や特定空家等の除

却・解体が進まない状況があります。このことから、住宅用地特例解除による上昇した固定資産税の

減免を検討します。 

 

  
 

 

 

空き家等の除却後跡地等の固定資産税の減免事例（新潟県見附市） 

出典：地方公共団体の空き家対策の取組事例(国土交通省) 
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空き家利活用の目的においての維持管理の補助制度の事例 

維持管理されず放置された空き家は周囲へ悪影響を及ぼす恐れがあり、利活用を進める必要があ

ります。そのため、市では、空き家バンクへの登録や空き家を流通させる目的において維持管理を図

るため、空き家の管理に要した費用を補助する制度を検討します。 

 

 

 

  

 

 

＜制度の概要＞ 

 空き家の適切な管理を促進するため、所有者が空き家の管理を委託した場合の費用や空き家の

敷地内にある樹木のせん定にかかった費用の一部を助成するもの。 

 

＜対象者＞ 

・区内の空き家（戸建て又は共同住宅）の所有者、管理者及び法定相続人の方 

 

管理委託助成 

 空き家の管理を委託した場合にかかる費用に対して助成する。 

＜主な要件＞ 

・空き家全般の見回り及び建物の通風・換気等の管理を事業者等に委託していること 

・当該空き家について、初めて管理委託助成を受けること 

＜助成金額＞ 

・管理委託費用の2分の1 ※上限 年間2万円 

＜期間＞ 

 ・初回申請月以降の継続した最長24か月以内 

 

樹木せん定助成 

 周辺の悪影響を及ぼすことのないように樹木せん定を行った場合の費用に対して助成する。 

＜主な要件＞ 

・管理委託助成を受けている期間内に樹木のせん定を行うこと 

＜助成金額＞ 

・樹木のせん定費用の2分の1 ※上限1万円 

＜期間＞ 

 ・管理委託助成を受けている期間内に1回限り 

 

空き家適正管理助成制度の事例（東京都葛飾区） ※本制度は空き家利活用が目的でないことに留意 



81 

 

2. 利活用 

現存する空き家の有効活用 

少子高齢化が進行する中で地域活性化を図るためには、地域の資源である空き家を有効活用し、

地域の魅力を発信することが重要です。そのため、空き家をコミュニティ施設・移住交流体験施設・観

光拠点施設等へ再整備し、空き家利活用推進を検討します。 

 

 

 

 

＜事業名＞ 

旧野上家整備事業 

 

＜事業概要・目的＞ 

杵築市魚町区にある旧野上家は周防屋旅館として利

用されていたが、空き家となっていた。 

所有者から杵築市へ寄附を受けた後、当該地区の景観

の改善と城下町観光ルートの拠点として日本庭園を眺め

ることができる休憩所等として利活用することを目的

に、既存建築物の木材等を再利用する建築方法で整備し

た。 

 

＜活用・事業内容＞ 

旧野上家を解体する際、古材として利用できる部分

（特徴的な屋根瓦や欄間、木材等）を保存し、再建する際

に活用し整備を行った。 

 

 

 

 

 

図 42：旧野上家 整備前 

 

 

 

図 43：旧野上家 整備後(外観) 

 

 

 

  

地域の観光拠点施設として再利用した事例(大分県杵築市) 

出典：大分県空き家利活用事例集(R2.12 大分県 おおいた創生推進課) 
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老朽化した空き家の寄付制度 

処分後に有効活用ができる立地条件下における老朽化した空き家に対し、当該空き家及び土地の

寄付を受け入れ、処分することで、老朽化した空き家の減少を図り、安心・安全な生活環境の保全と

良好な景観の形成を行うことができるため、老朽化した空き家の寄付制度の導入を検討します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

接道条件を満たす不良住宅（空き家）の寄付受付制度（山形県鶴岡市） 

出典：地方公共団体の空き家対策の取組事例 2(国土交通省) 
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空き家除却後の跡地有効活用の促進 

空き家除却後の跡地の有効活用について、市で地域活性化に寄与する資源として活用することが

考えられます。これより、下記に記載した事例等も参考とし、空き家除却後の跡地の有効活用に関す

る対策を検討します。 

 

 

＜土地の利用に関する概要＞ 

公民で構成される佐賀市街なか再生会議が、街なかの空地や駐車場を借地。 

中古コンテナを使った図書館等と芝生広場を設置。社会実験を行った平成 23 年度の 8 ヶ月間で約１

万５千人が来場。 

社会実験後は地元 J リーグチームの市内の拠点として活用。 

 

＜事業の概要＞ 

佐賀特有の風景であるクリークに面した新たな敷地では、わいわい!!コンテナ 1 で好評頂いた国内外

から厳選して集めた雑誌や絵本、マンガが自由に閲覧できる「読書コンテナ」のほか、子供たちからお

年寄りまで、天候を気にすることなく憩い、集える「交流コンテナ」、チャレンジショップの出店やギャラ

リーとしての利用など、市民の皆さんのアイディアと工夫で様々な使い方ができる「チャレンジコンテ

ナ」を展開している。 

[読書コンテナ] 

 

 
国内外から厳選して集めた雑誌や絵本、マンガなど、

様々な種類の本を取り揃えたコンテナ。佐賀特有の風

景であるクリーク(水路)を眺めながら、ゆっくりと読書

を楽しむことができる。 

［交流コンテナ］ 

 

 
子どもからお年寄りまで、天気を気にせずいつでも

集い、憩えるコンテナ。床はマット敷きなので、靴を脱い

でのびのびと過ごすことができる。コンテナ内には、絵

本のほかに、電子ピアノやぬり絵、ちょっと懐かしいボ

ードゲームやカルタなど自由に使用ができる。 

 

 

  

出典：行政が土地の利用・管理に関わる制度・事例(国土交通省) 

参照：「SAGA わいわい!!コンテナ２」HP（佐賀市街なか再生会議） 

 

行政が土地の利用・管理に関与した事例（佐賀県佐賀市：SAGA わいわいコンテナ 2） 
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その他の空き家の利活用に関する事例 

空き家の利活用について、新型コロナウイルス感染症による社会情勢の変化も考慮した取組が求

められています。以下の空き家利活用に関する事例も参考とし、対策を検討します。 

 

 

 

<事業概要＞ 

総務省では、地方へのヒト・情報の流れを創出するため、「お試し勤務」の受入れを通じたサテライ

トオフィス誘致の取り組みに対して支援を行っている。 

 

<事例：空き家活用によるお試しサテライトオフィス事業＞ 

 近年流行している新型コロナウイルス感染症に伴うテレワ

ークの普及を受け、空き家バンク事業から物件を選定し、空

き家活用によるお試しサテライトオフィスの誘致を行った。 

 また、お試し勤務終了後にも、県内へのオフィス設置や移

住・二地域居住を希望する場合の補助制度もあり、移住・定

住の取組みを行っている。 

 

 

 

 

 

 

＜事例：長屋をシェアオフィスにコンバーション※した例＞ 

築年不明で５年ほど空き家状態(廃墟同然)であった長

屋について、リノベーション※による活用を前提に改修工

事を実施した。老朽化の現状と立地特性や地域の将来を

考慮し、シェアオフィスとして利活用を進めることとした。 

シェアオフィスとすることで多様な人々が利用するよう

になった。 

 

 

 

※コンバーション：建築用途を従前と違う用途に変更して利用すること 

※リノベーション：新築当初とは異なる、新たな付加価値をプラスするような大規模な工事のこと 

出典：オープン空き家構想コンバージョンによる住宅の利活用ガイドブック(大阪の住まいる活性化フォーラム)  

 

 

 

おためしサテライトオフィス(栃木県那須町) 

※サテライトオフィス:企業または団体の本拠から離れた所に設置されたオフィスのこと 

出典：「お試しサテライトオフィス」モデル事業(平成28年度)調査報告書(総務省) 

空き家を活用したシェアオフィス(コワーキングスペース)（大阪府大阪市北区） 
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出典：二地域居住推進の取組事例集(国土交通省) 

 

 

 

  

 

 

<事業概要:二地域居住とは＞ 

二地域居住とは、都市部と地方部に２つの拠点をもち、定期的に地方部でのんびり過ごしたり、仕

事をしたりする新しいライフスタイルの一つ。最近では、主な生活拠点とは別の特定の地域に生活拠

点（ホテル等も含む。）をもうけ、一時的ではなく、年間通して概ね一ヶ月以上の期間を過ごすことを

いうとするものや定性的に一定期間以上とするものがみられる。 

 

＜事例:企業と連携した都市住民の実態を分析する取組み＞ 

都心から２時間程度でアクセスできる立地条件を活かし、

二地域居住等を推進するため、都市部の企業の社員に 

空き家を活用したお試し住宅を体験してもらう取り組み 

を実施した。  

 

 

 

 

 

 

   

 

空き家を活用した二地域居住の取組み(千葉県銚子市) 
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